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嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
情
報
の
流
通

は
じ
め
に

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
は
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
官
の
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
、
ロ
シ
ア
極
東
艦
隊
司
令
長

官
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
が
長
崎
に
そ
れ
ぞ
れ
来
航
し
た
年
で
あ
る
。
日
本
外
交
史
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
年
で
あ
り
、
両
者
の
来
航
が

注
目
さ
れ
る
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。

実
は
、
ペ
リ
ー
が
来
航
し
た
六
月
、
対
馬
藩
江
戸
家
老
が
幕
府
老
中
に
清
国
騒
乱
、
す
な
わ
ち
太
平
天
国
の
乱
に
関
す
る
情
報
を
記

し
た
届
書
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
届
書
は
、「
朝
鮮
通
信
事
務
一
件
」
一
、『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
、『
藤
岡
屋

日
記
』、
色
川
三
中
「
片
葉
雑
記
」
な
ど
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
自
体
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
重
要
な
の
は
、
こ

の
情
報
が
幕
閣
首
脳
部
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
短
期
間
の
間
に
写
し
が
作
成
さ
れ
、
当
時
浪
人
で
あ
っ
た
吉
田
松
陰
や
常
陸
国
土
浦
の
商

人
・
国
学
者
で
あ
る
色
川
三
中
な
ど
に
も
伝
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
こ
の
情
報
が
浪
人
の
松
陰
や
商
人
の
色
川
三
中
に
ま

で
漏
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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本
稿
で
は
、
吉
田
松
陰
の
「
燕
都
流
言
録
」
を
は
じ
め
、
作
者
不
明
「
清
朝
之
騒
乱
一
件
」（
別
名
「
清
国
騒
乱
之
記
」）、
依
田
秀
實

の
「
清
朝
騒
亂
」、
作
者
不
明
の
〔
覚
書
〕（
仮
題
）、
浅
見
兵
輔
筆
写
と
推
測
さ
れ
る
自
弘
化
三
年
至
安
政
六
年
「
聞
書
」
一
の
五
点
、

す
な
わ
ち
管
見
の
限
り
だ
が
、
対
馬
藩
家
老
届
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
情
報
書
を
分
析
対
象
と
す
る
。
そ
し
て
、
届
書
の
情
報
流
通
経

路
を
中
心
に
検
討
し
、
幕
末
期
の
情
報
流
通
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、「
燕
都
流
言
録
」

こ
の
表
題
の
史
料
は
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
、
七
月
頃
、
吉
田
松
陰
（
寅
次
郎
）
が
、「
杉
様
」
す
な
わ
ち
実
父
の
杉
百
合
之

助
と
実
兄
の
杉
梅
太
郎
に
宛
て
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
長
ら
く
世
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
平
成
十
四
年
（
二
〇
〇
二
）
山
口

県
萩
市
の
民
家
で
発
見
さ
れ
、
す
で
に
木
村
幸
比
古
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
山
口
県
岩
国
市
の
柏
原
美
術
館
の
所
蔵

品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
長
い
文
章
で
は
な
い
の
で
、
ま
ず
全
文
を
次
に
掲
げ
る
。
末
尾
の
史
料
①
画
像
も
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

【
凡
例
】

一 

、
利
用
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
、
適
宜
、
原
文
に
読
点
（
、）
と
中
点
（
・
）
を
挿
入
し
た
ほ
か
は
、
文
章
体
裁
を
含
め
原
則
と
し
て
原
文
通
り

と
し
た
。
ま
た
、
原
文
に
句
点
「
。」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
（
末
尾
史
料
③
画
像
参
照
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
句
点
を
付
し
た
。
た
だ

し
、
行
下
り
は
字
詰
め
の
た
め
原
文
と
は
異
な
る
。

一 

、
原
史
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
は
便
宜
上
活
字
体
に
直
し
た
。
な
お
、
旧
字
・
異
体
字
を
含
め
て
、
で
き
る
だ
け
原
本
の
表
記
に
則
し
て
表

現
す
る
よ
う
努
め
た
。
ま
た
、
片
仮
名
は
原
本
通
り
と
し
た
が
、
変
体
仮
名
は
、
仁
（
に
）
な
ど
は
平
仮
名
に
改
め
た
。
た
だ
、
助
詞
に
用
い

（
６
）

（
７
）
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ら
れ
た
、
江
（
え
）・
而
（
て
）・
者
（
は
）・
茂
（
も
）
は
そ
の
ま
ま
と
し
た
。
た
だ
し
、
与
（
と
）
は
変
体
仮
名
で
は
な
い
た
め
原
本
通
り
と

し
た
。

一 
、
合
字
の
ゟ
（
よ
り
）
は
便
宜
上
原
本
通
り
と
し
た
。

一 

、
畳
字
（
く
り
か
え
し
記
号
）
は
、
漢
字
の
場
合
「
々
」、
片
仮
名
の
場
合
「
ヽ
」・「
ヾ
」、
二
字
以
上
の
場
合
「
〳
〵
」
を
用
い
た
。

一 

、
敬
意
を
示
す
闕
字
は
一
字
空
白
と
し
た
。
平
出
に
つ
い
て
は
原
文
通
り
改
行
し
た
。
単
な
る
空
白
に
つ
い
て
は
右
側
に
傍
注
※
［
空
白
］
を
付

し
た
。

一 

、
印
章
は
印
と
表
記
し
た
。
印
の
色
・
形
、
文
字
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
印
（
朱
文
方
印
「
二
世
孤
堂
」）
の
よ
う
に
示
し
た
。

一 

、
史
料
の
欠
損
に
つ
い
て
字
数
が
判
読
で
き
る
も
の
は
□
で
字
数
を
示
し
た
。

一 

、
誤
用
の
訂
正
や
注
釈
の
た
め
、
右
側
に
丸
括
弧
を
付
し
、
傍
注
を
加
え
た
。
傍
注
は
す
べ
て
（　

）
で
示
し
た
。
意
味
不
通
箇
所
に
つ
い
て
は
、

そ
の
文
言
の
右
傍
に
（
マ
マ
）・（
ヵ
）
を
付
し
て
い
る
。

一 

、
必
要
に
応
じ
て
「
〻
」（
み
せ
け
ち
）
を
付
し
、
右
側
に
訂
正
文
を
記
し
た
。

一 

、
史
料
に
は
、
現
代
社
会
か
ら
み
て
不
適
切
な
表
現
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
史
料
上
の
表
記
と
し
て
そ
の
ま
ま
掲
載
し
た
。

【
史
料
①
】「
燕
都
流
言
録
」（
柏
原
美
術
館
所
蔵
、
一
紙
、
巻
子
装
）

（
※
縦
一
五
・
六
㎝
／
横
七
三
・
五
㎝
）

杉
様　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吉
田

 
 

燕
都
流
言
録

〇
阿
部
川
餅
評
判
程
ノ
味
モ
無
、
上
㐂
撰
ニ
ハ
落
タ
御
茶
菓
子

〇
貰
而
茂
貰
い
足
ラ
ヌ
カ
伊
勢
乞
食
、
皆
阿
部
な
い
ト
云
も
知
ラ
ズ
ニ
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〇
ア
メ
リ
カ
ヾ
の
ま
セ
に
き
た
る
上
㐂
撰
、
た
つ
た
四
杯
で
夜
も
寐
ラ
レ
ズ

〇
六
月
廿
一
日
夜
八
ッ
時
将（

徳
川
家
慶
）

軍
家
薨
去
、
先
是
長
太（

吉
）郎

君
も
亦
逝

〇 
浦
賀
叓
ニ
付
、
水
府
ヨ
リ
一
貫
目
以
上ノ

砲二
十
四
門
、
幕
府
江
献
上
、
又
小
石
川
邸
江
百
門
御
取
寄
せ
ニ
相
成
、
水
藩
士
荻
真

（
信
ヵ
）之

助
護
シ
来
ル

〇
同
断
ニ
付
、
水（

徳
川
斉
昭
）

府
公
ゟ
直
様
黒
鍬
ノ
も
の
二
百
人
、
梅
干
八
十
桶
御
取
寄
ニ
相
成

 
 

此
程
於
朝
鮮
国
訳
官
共
之
内
ゟ
通
辨
役
之
者
迠
及
内
話
候
ハ
、
近
年
中
國
筋
騒
乱
甚
敷
、
尤
一
昨
年
頃
ゟ
之
事
ニ
而
、
最
初
ハ

盗
賊
・
一
揆
体
之
様
子
ニ
相
聞
候
処
、

々
長
大
ニ
相
成
、
其
根
元
ハ
明
代
之
餘
類
所
々
民
間
ニ
相
残
居
候
処
、
今
度
先
代
之

恢
復
を
名
与
い
た
し
、
岳
州
・
衝

（
衡
ヵ
）州

等
之
邊
ゟ
起
立
候
由
ニ
御
座
候

一 

彼
國
昨
今
之
巷
説
ニ
ハ
、
右
之
騒
乱
主
謀
者
供朱

歟
姓
ニ
而
、
徒
党
皆
中
國
人
之
由
、
清
朝
之
仕
来
リ
候
薙チ

髪
を
禁
、
明
朝
之
旧
制

ニ
復
し
候
由
、
尤
一
揆
至
処
貨
財
・
婦
女
を
不
掠
犯
、
依
之
向
所
之
庶
民
安
堵
悉
服
従
シ
、
泉
州
・
道
州
・
岳
州
次
第
ニ
奪
レ
、

武
昌
・
九
江
・
安
慶
之
諸
侯
引
續
陥
没
、
清
朝
之
軍
兵
死
傷
多
く
候
由
、
且
於
北
京
も
初
發
ゟ
無
油
断
遼
東
之
官
兵
ヲ
發
シ
、

其
他
諸
方
へ
軍
兵
催
促
之
使
者
無
絶
間
、
庶
民
困
窮
、
財
用
ニ
乏
敷
、
兵
粮
難
續
、
依
而
ハ
冨
戸
之
銀
銭
ヲ
無
理
ニ
取
集
候
様

相
成
候
由
、
又
一
説
ニ
ハ
蘇
州
も
陥
候
由
、
是
等
全
竹
竿
之
争
闘
よ
り
起
候
處
、
即
今
之
様
子
ニ
而
ハ
次
第
ニ
滋
蔓
之
勢
ニ
相

及
、
騒
動
不
一
形
事
ニ
噂
仕
候
由
ニ
相
聞
申
候

 
 
 

右
之
趣
、
朝
鮮
国
へ
指
置
候
役
人
共
彼〻
傳
聞
ニ
任
申
越
候
間
、
実
否
難
量
奉
存
候
へ
共
、
彼
筋
異
変
之
説
ニ
付
、
乍
恐
風
聞

之
侭
奉　

御
内
聴
候
、
自
然
行

之
義
も
可
有
御
座
候
共
、
其
段
ハ
幾
重
ニ
も
被
為
垂
御
宥
免
被
成
下
様
奉
願
上
候
、
以
上

 
 
 

六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
對（

義
和
）

馬
守
家
来

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
川
将
監
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佐
須
伊
織

〇 
此
度
浦
賀
渡
来
ノ
夷
人
の
中
長
タ
ル
モ
ノ
位
階
高
キ
人
ノ
ヨ
シ
、
印
度
・
支
那　

本
邦
地
方
ノ
海
軍
總
督
ニ
テ
軍
務
ニ
歴
練
之

人
ナ
ル
ヨ
シ
、
齢
五
十
八
位

 
 

武
蔵
・
相
模
・
上
總
・
安
房
ノ
海
岸
為
順
見
九
鬼
式（

隆
都
）卩

少
輔
・
本
多
越（

忠
徳
）
 

中
守
・
江
川
太（

英
龍
）
 

郎
左
衛
門
・
河（

川
）路

左（
聖
謨
）
 

衛
門
尉
其
外
上
下

三
百
人
程
、
廿
二
日
立
ニ
而
参
り
候
段
幕
命
ナ
リ
、
有
志
人
無
、
不
論
其
無
益
、
且
地
方
之
冗
費
倍
、
干
戈
舩
四
艘
、
廿
二
日

之
朝
ニ
至
り
九
鬼
侯
計
り
出
足
延
引
之
命
下
ル

こ
の
「
燕
都
流
言
録
」
は
、
差
出
の
日
付
や
時
候
の
挨
拶
・
書
止
文
言
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
書
状
・
書
簡
と
は
い
え

な
い
。
さ
ら
に
「
燕
都
流
言
録
」
と
い
う
表
題
を
付
け
て
い
る
こ
と
や
内
容
か
ら
、
松
陰
が
編
纂
し
た
風
説
書
と
い
え
る
。
木
村
幸
比

古
氏
が
述
べ
て
い
る
通
り
、
添
文
、
ま
た
は
書
簡
に
添
付
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
添
文
も
こ
れ
に
言
及
し
た
書
簡
も

今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。
嘉
永
六
年
六
月
二
十
二
日
頃
ま
で
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
よ
り
後
に
作
成
さ
れ
た
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
な
お
、「
燕
都
」
は
「
え
ど
」
と
訓
み
、
江
戸
の
流
言
録
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
冒
頭
の
「
〇
」
で
始
ま
る
六
か
条
は
、
ペ
リ
ー
来
航
に
関
す
る
世
評
、
幕
府
・
水
戸
藩
の
動
向
に
つ
い
て
で
あ
る
。
最
初
に

ペ
リ
ー
来
航
に
関
す
る
狂
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
阿
部
川
餅
」
は
正
し
く
は
安
倍
川
餅
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
老
中
阿
部
正
弘
（
伊
勢

守
）
の
こ
と
。
他
の
史
料
に
は
「
阿
部
川
は
評
判
程
ニ
う
ま
く
な
し　

上
喜
せ
ん
に
は
わ
る
ひ
御
茶
う
け
」
と
似
た
よ
う
な
狂
歌
が
記

さ
れ
て
お
り
、
当
時
こ
の
よ
う
な
狂
歌
が
多
く
作
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。「
六
月
廿
一
日
夜
八
ッ
時
将
軍
家
薨
去
」
と
は
、
十
二
代
将
軍

徳
川
家
慶
死
去
の
正
確
な
情
報
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
幕
府
の
最
高
機
密
情
報
を
松
陰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
で
き
た
の
で
あ
ろ

（
８
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）
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う
か
。
家
慶
の
死
は
約
一
か
月
伏
せ
ら
れ
、
七
月
二
十
二
日
に
公
表
さ
れ
て
い
る
。
六
月
二
十
四
日
頃
、
松
陰
は
将
軍
家
慶
死
去
の
こ

と
を
知
っ
た
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
か
彼
の
日
記
に
は
二
十
四
日
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
他
者
に
日
記
を
見
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
長
太
郎
君
」
と
は
長
吉
郎
君
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
長
吉
郎
は
嘉
永
五
年
に
誕
生
し
た
家
慶
の
十
四
男
で
あ

る
。「
先
是
長
太（

吉
）郎

君
も
亦
逝
」
と
い
う
表
現
は
家
慶
よ
り
先
に
亡
く
な
っ
た
と
解
釈
で
き
る
が
、
他
の
史
料
で
は
同
年
八
月
十
六
日
戌

下
刻
に
亡
く
な
っ
た
と
あ
り
、
検
討
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
松
陰
が
流
言
を
文
章
に
ま
と
め
た
も
の
か
、
は
た
ま
た
元
と
な

る
文
章
が
あ
り
、
そ
れ
を
筆
写
し
た
も
の
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
。

六
か
条
の
う
ち
後
ろ
の
二
か
条
に
は
水
戸
徳
川
家
の
動
向
が
記
さ
れ
て
い
る
。
浦
賀
に
黒
船
が
来
航
し
た
こ
と
に
よ
り
、
水
戸
藩
か

ら
「
一
貫
目
以
上
ノ
砲
二
十
四
門
」
が
幕
府
に
献
上
さ
れ
た
と
あ
り
、
ま
た
水
戸
藩
士
荻
真
之
助
が
小
石
川
の
水
戸
藩
上
屋
敷
に
大
砲

百
門
を
運
び
込
ん
だ
と
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
前
藩
主
徳
川
斉
昭
は
「
黒
鍬
ノ
も
の
二
百
人
、
梅
干
八
十
桶
」
を
集
め
、
有
事
に
備
え
た

と
い
う
。

さ
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
当
時
の
対
馬
藩
主
宗
義
和
（
対
馬
守
）
家
来
の
佐
須
伊
織
・
古
川
将
監
が
幕
府
に
届
け
出
た
「
中
國
筋
騒

乱
」、
す
な
わ
ち
太
平
天
国
の
乱
情
報
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
幕
閣
の
首
脳
部
し
か
知
り
得
な
い
文
面
を
松
陰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り

得
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
な
お
、「
右
之
騒
乱
主
謀
者
供朱

歟
 姓

ニ
而
」
の
箇
所
に
「
朱
歟
」
と
書
き
込
み
が

あ
る
の
は
、
明
の
皇
帝
が
朱
姓
で
あ
る
こ
と
を
松
陰
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
騒
乱
を
起
こ
し
た
の
は
洪
秀
全
な

の
で
「
供（

洪
）姓

」
が
正
し
い
。

対
馬
藩
家
老
の
届
書
に
続
い
て
、
ペ
リ
ー
の
地
位
・
年
齢
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
が
、
正
確
で
あ
る
。
最
後
の
段
落
に
は
ア
メ
リ

カ
艦
隊
退
去
後
の
海
岸
見
分
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
六
月
十
八
日
、
若
年
寄
の
本
多
忠
徳
（
越
中
守
）、
大
番
頭
の
九
鬼
隆
都
（
式

部
少
輔
）、
勘
定
奉
行
・
海
防
掛
の
川
路
聖
謨
（
左
衛
門
尉
）
ら
に
海
岸
見
分
が
命
じ
ら
れ
た
。
翌
十
九
日
、
代
官
の
江
川
英
龍
（
太
郎

左
衛
門
）
が
勘
定
吟
味
役
格
・「
海
岸
防
禦
筋
之
御
用
取
扱
」（
海
防
掛
）
に
任
命
さ
れ
、
さ
ら
に
本
多
忠
徳
ら
の
海
岸
見
分
の
供
を
す
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る
こ
と
を
老
中
の
松
平
忠
固
（
伊
賀
守
）
か
ら
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
「
有
志
人
無
、
不
論
其
無
益
、
且
地
方
之
冗
費
倍
」、

す
な
わ
ち
志
あ
る
人
は
な
く
、
海
岸
巡
見
の
無
益
な
こ
と
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
地
方
の
無
駄
な
費
用
が
増
す
ば
か
り
だ
と
の
批
評
が

記
さ
れ
て
い
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
松
陰
の
幕
府
海
防
策
に
対
す
る
批
評
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
最
後
に
、「
廿
二
日
之
朝
ニ
至

り
九
鬼
侯
計
り
出
足
延
引
之
命
下
ル
」
と
あ
る
が
、
事
実
で
あ
る
。
大
番
組
は
十
二
組
あ
り
、
大
番
頭
は
十
二
人
い
た
。
当
時
、
八
番

組
の
頭
で
あ
る
本
多
助
信
（
日
向
守
）
が
病
気
で
退
役
願
を
提
出
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
一
番
組
の
頭
で
あ
る
九
鬼
の
他
、
七
番
組
の

頭
で
あ
る
稲
葉
正
巳
（
兵
部
少
輔
）
も
別
の
御
用
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
九
鬼
が
海
岸
見
分
に
出
か
け
る
と
大
番
頭
が
三

人
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
六
月
二
十
日
、
若
年
寄
の
本
多
忠
徳
や
大
番
頭
達
が
九
鬼
の
海
岸
見
分
出
張
に
反
対
し
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
翌
二
十
一
日
に
は
九
鬼
の
出
立
は
差
し
止
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
嘉
永
六
癸
丑
年
正
月
二
十
六
日
か
ら
始
ま
る
松
陰
の
「
癸
丑
遊
歷
日
録
」
に
は
、「（
六
月
：
※
筆
者
注
）
二
十
二
日
よ

り
九
鬼
式
部
少
輔
・
本
多
越
中
守
・
河（

川
）路

・
江
川
等
相
藏
總
房
の
海
岸
御
巡
視
」
と
あ
り
、「
燕
都
流
言
録
」
の
記
述
と
似
通
っ
て
い

る
。
さ
ら
に
「（
六
月
）
二
十
五
日
よ
り
宮
津
藩
醫
員
古
田
仙
隆
に
行
く
」、「
赤
松
孫
太
郎

井
上
河

内
守
臣
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
そ
の
続
き
に

は
松
陰
の
大
和
国
滞
在
中
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
覚
が
あ
り
、
末
尾
に
は
「
下
関
よ
り
長
崎
」、「
長
崎
よ
り
薩
州
」、「
萩
よ
り
青
森
」、

「
大
坂
よ
り
江
戸
」、「
江
戸
よ
り
南
部
ま
で
」
の
里
数
の
記
述
が
あ
り
、
里
数
の
記
述
で
同
書
は
終
わ
っ
て
い
る
。
松
陰
は
同
年
九
月
十

八
日
に
は
江
戸
を
発
ち
、
長
崎
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
、
対
馬
藩
家
老
の
届
書
の
筆
写
、「
燕
都
流
言
録
」
の
作
成
は
そ
れ
よ
り
前
で
あ

ろ
う
。
し
か
も
、「
流
言
録
」
と
い
う
風
説
書
は
“
鮮
度
”
が
重
要
な
の
で
、
六
月
二
十
二
日
か
ら
数
日
の
う
ち
、
遅
く
と
も
六
月
中
か

ら
七
月
初
旬
に
は
記
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
木
村
幸
比
古
氏
は
「
松
陰
が
も
た
ら
し
た
対
馬
藩
の
情
報
が
も
と
で
、
両
藩
（
長
州
藩
と
対
馬
藩
：
筆
者
注
）
は
親
密

な
関
わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
と
す
る
が
、
逆
に
両
藩
が
親
密
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
対
馬
藩
関
係
者
経
由
で
松
陰
に
情
報
が
入
っ
た

と
解
釈
す
る
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
、
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
対
馬
藩
関
係
者
か
ら
松
陰
が
情
報
を
入
手
し
た
可
能
性
は
あ
ま
り
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嘉
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高
く
な
い
。

対
馬
藩
宗
家
と
長
州
藩
毛
利
家
の
親
密
な
関
係
は
、
対
馬
藩
十
三
代
藩
主
宗
義
章
が
、
長
州
藩
十
代
藩
主
毛
利
斉
熙
の
三
女
万
寿
子

を
正
室
に
迎
え
た
こ
と
に
始
ま
る
。
と
こ
ろ
が
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）
義
章
は
亡
く
な
り
、
万
寿
子
は
落
飾
し
て
慈
芳
院
と
称
し

た
。
本
稿
で
検
討
し
て
い
る
嘉
永
六
年
か
ら
九
年
後
の
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
八
月
二
十
五
日
夜
、
対
馬
藩
江
戸
家
老
の
佐
須
伊
織

が
、
対
馬
藩
士
瀧
昇
左
衛
門
・
斎
藤
佳
兵
衛
・
早
川
沢
之
助
ら
四
十
一
名
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
る
事
件
が
起
き
た
。
こ
れ
は
対
馬
藩
主

の
継
嗣
問
題
・
移
封
問
題
で
両
者
が
対
立
し
て
い
た
た
め
と
さ
れ
る
。
こ
の
時
、
慈
芳
院
は
長
州
藩
江
戸
留
守
居
役
の
清
水
美
作
（
親

春
）
に
対
馬
藩
の
内
情
を
伝
え
、
長
州
藩
世
子
毛
利
定
広
（
の
ち
元
徳
）
の
後
援
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
以
降
、
幕
末
の
政
局
に
お
い
て

両
藩
は
共
同
歩
調
を
と
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
慈
芳
院
（
万
寿
子
）
が
対
馬
藩
主
宗
義
章
に
嫁
ぎ
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
十
四
代
藩

主
宗
義
和
（
義
章
の
弟
）
と
そ
の
子
の
宗
義
達
（
の
ち
重
正
）
の
嫡
母
・
嫡
祖
母
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
要
す
る

に
、
藩
主
家
が
姻
戚
関
係
で
あ
り
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
や
が
て
藩
士
同
士
に
ま
で
広
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
管

見
の
限
り
、
松
陰
と
対
馬
藩
士
と
の
交
流
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
松
陰
に
届
書
を
見
せ
た
の
は
対
馬
藩
関
係
者
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。

嘉
永
六
年
か
ら
二
年
後
の
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
春
、
吉
田
松
陰
は
、
再
来
日
し
た
ペ
リ
ー
に
随
行
し
、
通
訳
や
書
記
を
務
め
た

羅
森
が
著
し
た
太
平
天
国
の
乱
の
記
録
（
通
称
『
満
清
紀
事
』）
を
翻
訳
し
、「
淸
國
咸
豊
亂
記
」
と
い
う
表
題
の
書
物
を
編
纂
し
た
。

そ
の
附
記
に
「
余
曾
て
癸
丑
の
歳
の
朝
鮮
の
風
説
、
及
び
淸
商
の
口
單
を
觀
る
。
今
尚
ほ
其
大
要
を
諳
ん
ず
、
因
つ
て
茲
に
附
記
す
」

と
あ
る
（
※
句
読
点
は
『
吉
田
松
陰
全
集
』
の
通
り
）。「
癸
丑
の
歳
の
朝
鮮
の
風
説
」
と
は
嘉
永
六
癸
丑
年
六
月
の
対
馬
藩
江
戸
家
老

の
届
書
の
こ
と
と
断
定
で
き
る
。
そ
れ
は
、「
朝
鮮
の
風
説
に
云
は
く
」
か
ら
始
ま
る
文
章
が
、
届
書
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
り
、「
燕

都
流
言
録
」
の
該
当
箇
所
を
引
き
写
し
た
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
だ
。
な
お
、
附
記
に
は
「
今
此
の
記
を
以
て
考
ふ
る
に
、
朝
鮮
の
風
説
、

大
抵
其
の
實
を
得
。
淸
商
の
口
單
に
至
り
て
は
、
妄
誕
特
に
甚
し
」
と
あ
り
、
松
陰
は
、「
朝
鮮
の
風
説
」
の
情
報
は
ほ
ぼ
正
確
と
評
価
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嘉
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し
て
い
る
。

や
は
り
問
題
は
松
陰
が
誰
か
ら
対
馬
藩
家
老
の
届
書
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
か
で
あ
る
。
嘉
永
六
年
当
時
、
松
陰
は
東
北
脱
藩
の
罪
で

士
籍
を
剥
奪
さ
れ
て
浪
人
と
な
っ
て
お
り
、
長
州
藩
士
で
は
な
く
長
州
浪
人
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
同
年
正
月
十
六
日
、
長
州
藩
か
ら
十
ヵ

年
間
の
他
国
修
行
を
許
可
さ
れ
、
二
月
か
ら
五
月
の
間
、
大
和
五
條
の
森
田
節
斎
（
謙
蔵
）、
大
和
八
木
の
谷
三
山
（
昌
平
）
の
家
塾
興

譲
館
を
訪
ね
て
教
え
を
乞
う
て
い
る
。
ま
た
四
月
一
日
・
二
日
、
大
坂
の
後
藤
春
蔵
・
藤
沢
東
畡
を
訪
ね
て
い
る
が
、
こ
の
時
に
清
国

情
報
を
入
手
し
て
い
る
。
こ
れ
は
四
月
二
日
付
で
父
の
杉
百
合
之
助
、
叔
父
の
玉
木
文
之
進
、
兄
の
杉
梅
太
郎
に
宛
て
た
松
陰
書
簡
に

記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
清
国
〈
広
東
西
の
地
方
の
よ
し
〉
明
種
の
人
義
兵
を
挙
げ
、
已
に
一
二
の
州
を
取
し
き
た
る
由
、
泉
人

中
左
近
な
る
も
の
語
る
。〈
坂
本
云
、「
其
事
已
に
四
年
前
よ
り
起
る
。
元
を
天
徳
と
号
す
と
云
」。〉
而
未
詳
其
説
所
由
起
矣
。
阪
人
後

藤
春
蔵
も
亦
語
之
。
然
春
蔵
文
人
は
文
人
な
れ
ど
も
海
外
の
事
な
ど
は
甚
迂
濶
不
足
言
。
併
か
く
所
々
風
説
あ
る
こ
と
或
有
故
。
且
坤

輿
図
識
補
清
国
条
下
に
て
は
、
ヤ
ソ
教
を
奉
ず
る
も
の
窃
抱
此
志
由
相
見
候
へ
ば
、
丸
に
妄
説
に
て
も
有
之
間
敷
歟
」（
※
句
読
点
、〈
〉、

「
」
は
日
本
思
想
大
系
五
四
『
吉
田
松
陰
』
の
通
り
）
と
あ
る
。
和
泉
国
日
根
郡
五
門
村
の
大
庄
屋
の
中
左
近
、
砲
術
家
で
旗
本
格
の
坂

本
鉉
之
助
（
鼎
斎
）、
頼
山
陽
に
師
事
し
、
大
坂
で
塾
を
主
宰
し
た
後
藤
春
蔵
か
ら
の
情
報
で
あ
る
。
さ
て
五
月
十
日
に
は
伊
勢
津
藩
の

儒
者
斎
藤
拙
堂
に
面
会
、
翌
日
津
藩
校
の
有
造
館
を
見
学
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
熊
本
藩
兵
学
師
範
で
松
陰
終
生
の
友
と
さ
れ
る
宮

部
鼎
蔵
に
宛
て
た
六
月
十
六
日
付
の
松
陰
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
松
陰
は
儒
学
者
・
兵
学
者
等
と
親
交
を
結
び
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
親
交
の
あ
っ
た
学
者
達
の
誰
か
か
ら
届
書
の
文
面
を
見
せ
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。

こ
こ
で
松
陰
が
届
書
の
文
面
を
見
た
と
考
え
ら
れ
る
六
・
七
月
頃
の
動
向
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
五
月
畿
内
に
い
た
松
陰
は
、
中

山
道
を
通
行
し
、
五
月
二
十
四
日
江
戸
に
入
り
、
鳥
山
新
三
郎
の
塾
に
赴
い
た
。
翌
二
十
五
日
母
方
の
伯
父
竹
院
和
尚
が
住
職
の
鎌
倉

瑞
泉
寺
を
訪
問
し
て
い
る
。
六
月
一
日
江
戸
に
戻
り
、
同
三
日
に
は
前
々
年
に
入
門
し
た
佐
久
間
象
山
の
塾
に
行
っ
て
い
る
。
翌
四
日
、

黒
船
来
航
の
情
報
を
桜
田
（
日
比
谷
御
門
外
）
の
長
州
藩
上
屋
敷
で
聞
き
、
浦
賀
に
急
行
し
た
。
た
だ
風
や
海
の
潮
流
の
影
響
で
翌
五

（
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日
の
朝
四
ツ
時
に
到
着
し
た
。
同
九
日
ま
で
滞
在
し
、
翌
十
日
江
戸
に
戻
っ
た
。
江
戸
に
戻
っ
た
松
陰
は
連
日
佐
久
間
塾
で
浦
賀
や
海

防
、
海
外
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
既
述
し
た
「
癸
丑
遊
歷
日
録
」
の
「（
六
月
）
二
十
五
日
よ
り
宮
津
藩
醫
員

古
田
仙
隆
に
行
く
。」、「
赤
松
孫
太
郎

井
上
河

内
守
臣
」
と
あ
る
二
人
の
人
物
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
二
人
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

当
時
の
丹
後
国
宮
津
藩
主
は
松
平
（
本
庄
）
宗
秀
で
、
七
万
石
の
譜
代
大
名
で
あ
っ
た
。
藩
祖
は
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
生
母
桂
昌
院

の
異
母
弟
本
庄
宗
資
で
、
宗
資
の
次
男
で
跡
を
継
い
だ
資
俊
の
代
か
ら
松
平
姓
を
許
さ
れ
た
。
嘉
永
六
年
当
時
、
宗
秀
は
幕
府
奏
者
番

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
井
上
河
内
守
は
遠
江
国
浜
松
六
万
石
の
藩
主
井
上
正
直
の
こ
と
で
あ
る
。
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
十
月
九
日
奏

者
番
と
な
り
、
寺
社
奉
行
を
経
て
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
十
月
九
日
老
中
に
就
任
し
て
い
る
。
た
だ
、
松
平
宗
秀
同
様
、
嘉
永
六

年
当
時
、
対
馬
藩
家
老
の
届
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
古
田
仙
隆
・
赤
松
孫
太
郎
の
両
人
と
も

譜
代
大
名
、
の
ち
に
老
中
と
な
る
大
名
の
家
臣
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
彼
ら
が
対
馬
藩
家
老
の
届
書
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
松
陰
が
、
彼
ら
か
ら
届
書
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う
。

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
ば
、
松
陰
に
届
書
を
見
せ
た
の
は
水
戸
藩
関
係
者
、
あ
る
い
は
佐
久
間
象
山
、
羽
倉
簡
堂
（
外
記
）

あ
た
り
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
戸
藩
関
係
者
を
挙
げ
る
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
燕
都
流
言
録
」
に
将
軍
家
と
水
戸
徳
川
家
に
関

す
る
内
容
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
御
三
家
の
水
戸
徳
川
家
の
関
係
者
で
あ
れ
ば
、
将
軍
家
慶
の
病
没
と
い
う
ト
ッ
プ
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
も

知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
水
戸
徳
川
家
に
関
す
る
情
報
は
、
水
戸
藩
関
係
者
か
ら
伝
え
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
記
さ
れ
て
い
る

と
も
解
釈
で
き
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
松
陰
が
水
戸
藩
関
係
者
と
親
交
を
結
ん
で
い
た
た
め
で
あ
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

十
二
月
、
松
陰
は
過
書
（
往
来
証
文
）
を
持
た
ず
奥
羽
に
旅
立
ち
（
東
北
脱
藩
）、
士
籍
を
剥
奪
さ
れ
た
が
、
同
月
十
九
日
水
戸
城
下
に

着
き
、
会
沢
正
志
斎
（
憩
齋
）
や
豊
田
天
功
（
彦
二
郎
）
ら
多
く
の
水
戸
藩
の
学
者
に
教
え
を
乞
う
た
。
特
に
松
陰
は
水
戸
藩
の
天
狗

党
の
面
々
と
親
交
を
深
め
た
。
松
陰
は
翌
年
正
月
二
十
日
ま
で
水
戸
に
滞
在
し
た
。
水
戸
藩
天
狗
党
の
藩
士
か
ら
届
書
を
見
せ
て
も
ら
っ

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
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第
二
の
候
補
で
あ
る
佐
久
間
象
山
は
松
代
藩
真
田
家
の
家
臣
で
あ
っ
た
。
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）、
当
時
の
藩
主
で
老
中
・
海
防

掛
で
あ
っ
た
真
田
幸
貫
は
象
山
の
才
を
愛
し
、
海
防
顧
問
に
抜
擢
し
て
海
外
事
情
を
調
査
さ
せ
た
。
同
年
十
一
月
、
象
山
は
海
防
意
見

書
（
海
防
八
策
）
を
藩
主
幸
貫
に
提
出
し
て
い
る
。
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
江
戸
木
挽
町
五
丁
目
に
居
住
し
て
砲
術
を
教
授
し
た
。

同
六
年
、
松
陰
は
そ
の
佐
久
間
塾
に
入
門
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
真
田
幸
貫
は
、
松
平
定
信
の
次
男
で
松
代
藩
主
真
田
幸
専
の
養
子
と

な
っ
て
同
藩
主
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
曾
孫
に
あ
た
り
、
徳
川
将
軍
家
の
血
を
引
く
人
物
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
六
月
十
三
日
、
老
中
に
抜
擢
さ
れ
た
際
、
幸
貫
を
推
挙
し
た
の
は
当
時
の
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
幸
貫
と
斉
昭
を
引
き
合
わ
せ
た
の
は
、
水
戸
藩
の
藤
田
東
湖
で
あ
っ
た
。
幸
貫
と
斉
昭
の
交
情
は
尋
常
な
も
の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
薩
摩
藩
世
子
島
津
斉
彬
・
熊
本
藩
主
細
川
斉
護
・
佐
賀
藩
主
鍋
島
斉
正
（
の
ち
直
正
）
ら
大
小
諸
侯
が
幸
貫

に
兄
事
し
た
と
い
う
。
だ
が
、
海
防
な
ど
の
進
歩
的
な
計
画
を
快
く
思
わ
ず
反
対
す
る
者
が
多
か
っ
た
た
め
、
天
保
十
五
年
（
一
八
四

四
）
五
月
十
三
日
幸
貫
は
老
中
を
辞
任
し
た
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
五
月
六
日
、
嫡
孫
の
幸
教
に
藩
主
の
座
を
譲
り
、
翌
六
月
八

日
病
死
し
た
。
ペ
リ
ー
の
浦
賀
来
航
の
翌
日
の
嘉
永
六
年
六
月
四
日
、
象
山
は
、
松
代
藩
の
定
府
家
老
望
月
主
水
に
、
幕
府
に
御
殿
山

を
警
衛
す
る
こ
と
を
願
い
出
る
べ
き
こ
と
を
説
き
、
象
山
は
軍
議
役
に
任
命
さ
れ
た
。
同
夜
、
松
代
藩
留
守
居
役
津
田
転
に
同
伴
し
て

老
中
阿
部
正
弘
を
訪
問
し
て
意
見
を
陳
述
、
翌
朝
に
は
藩
主
真
田
幸
教
の
名
で
御
殿
山
警
衛
を
願
い
出
る
建
白
書
を
呈
出
し
た
。
た
だ
、

犬
猿
の
仲
で
あ
る
国
家
老
の
真
田
桜
山
に
よ
っ
て
象
山
は
軍
議
役
を
罷
免
、
帰
国
命
令
が
出
さ
れ
た
も
の
の
、
老
中
阿
部
正
弘
、
川
路

聖
謨
、
羽
倉
簡
堂
（
外
記
）
な
ど
が
藩
主
幸
教
に
交
渉
し
た
結
果
、
象
山
の
江
戸
住
居
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
象
山
は
一
部
の

幕
閣
要
路
か
ら
の
信
頼
も
厚
く
、
象
山
の
江
戸
居
住
の
た
め
に
奔
走
し
た
阿
部
正
弘
・
川
路
聖
謨
・
羽
倉
簡
堂
（
外
記
）
な
ど
か
ら
対

馬
藩
家
老
届
書
の
情
報
を
入
手
し
、
そ
れ
を
松
陰
に
教
え
た
と
も
推
測
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を
示
す
史
料
を
今
の
と
こ
ろ
見
出

す
こ
と
が
で
き
て
お
ら
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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二
、「
清
朝
之
騒
乱
一
件
」（
別
名
「
清
国
騒
乱
之
記
」）

こ
の
史
料
は
「
亜
墨
利
加
渡
来
之
一
件
留
并
清
朝
之
騒
乱
一
件
」
の
後
半
部
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
対
馬
藩
家
老
か
ら
幕
府
に
提

出
さ
れ
た
届
書
が
二
通
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
嘉
永
六
年
六
月
の
も
の
、
も
う
一
つ
は
嘉
永
七
年
三
月
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は

「
燕
都
流
言
録
」（【
史
料
①
】）
収
録
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
文
、
後
者
も
「
長
崎
奉
行
書
類
」
を
底
本
と
し
て
翻
刻
さ
れ
た
も
の
と
ほ
ぼ
同

文
で
あ
る
。
翻
刻
に
よ
る
と
、「
寅
三
月
」
す
な
わ
ち
嘉
永
七
寅
年
三
月
付
け
で
、
対
馬
藩
家
老
の
佐
須
伊
織
・
古
川
将
監
が
届
け
出
て

い
る
。
た
だ
し
、
何
日
に
提
出
さ
れ
た
か
ま
で
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

【
史
料
②
】「
清
朝
之
騒
乱
一
件
」（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
亜
墨
利
加
渡
来
之
一
件
留
并
清
朝
之
騒
乱
一
件
」
の
う
ち
）

 
 
 
 

嘉
永
六
丑
年
六
月
對
州
ゟ
御
届
書

 
 
 
 
 

清
朝
騒
乱
之
港（

巷
）説

一 
 

此
程
於
朝
鮮
國
譯
官
之
内
通
弁
候
者
及
内
話
候
者
、
近
年
中
国
筋
騒
乱
甚
敷
、
一
昨
年
ゟ
之
事
ニ
而
最
初
者
盗
賊
・
一
揆
躰

之
様
子
ニ
相
聞
候
処
、
追
々
長
大
ニ
相
成
、
其
根
元
者
明
朝
之
餘
類
所
々
民
間
ニ
相
残
居
候
所
、
此
度
者
先
代
之
恢
復
を
名

と
い
た
し
、
岳
州
・
衡
州
等
之
邉
り
起
り
立
候
由
ニ
御
座
候

一 
 

彼
国
唯
今
之
巷
説
ニ
者
、
今
之
騒
乱
之
主
謀
者
洪
姓
ニ
而
徒
黨
皆
中
国
之
由
、
清
朝
仕
来
候
薙
髪
を
禁
し
、
明
朝
之
旧（

制
ヵ
）

製
ニ

復
し
候
由
、
尤
一
揆
至
る
處
貨
財
・
婦
女
を
犯
さ
す
、
是
に
仍
向
ふ
所
衆
民
安
堵
委

（
悉
ヵ
）く

服
従
致
し
、
泉
州
・
台
州
・
岳
州
次

第
ニ
被
奪
、
武
昌
・
九
江
・
安
慶
・
福
州
引
續
陥
没
、
清
朝
之
軍
兵
死
傷
多
く
御
座
候
由
、
且
北
京
に
於
て
も
油
断
な
く
遼

東
之
官
兵
を
発
し
、
其
他
諸
方
江
軍
兵
催
促
之
使
者
絶
間
な
く
、
衆
民
困
窮
、
財
用
乏
敷
、
糧
難
續
、
仍
而
者
冨
戸
之
銀
銭

を
無
理
ニ
取
集
候
様
相
成
候
由
、
又
一
説
に
ハ
蘓
州
も
陥
り
候
由
、
是
等
者
全
く
竹
竿
之
争
闘
よ
り
起
り
候
処
、
即
今
之
様
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子
ニ
而
者
次
第
に
滋
蔓
候
勢
ニ
相
及
、
騒
動
不
斜
事
ニ
噂
仕
候
由
相
聞
申
候

右
之
趣
、
朝
鮮
国
ニ
差
置
候
役
人
共
之
聞
ニ
任
せ
申
越
候
間
、
実
否
難
計
候
得
共
、
彼
筋
異
変
之
説
ニ
付
、
乍
恐
風
聞
之
侭
奉
入

御
内
聴
候
、
自
然
行
違
之
義
も
可
有
御
座
候
へ
共
、
其
段
者
幾
重
ニ
も
御
宥
免
被
成
下
候
様
奉
願
候
、
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
對（

義
和
）

馬
守
家
来

 
 
 

六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
川
将
監

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
治（

須
）伊

織

 
 
 

嘉
永
七
寅
年
六
月
五
日

 
 
 

阿
部
伊（

正
弘
）

勢
守
殿
御
下
ヶ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海
防
掛
筒
井
肥（

政
憲
）

前
守
・
江
川
太（

英
龍
）

郎
左
衛
門
江
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佐
須
伊
織

 
 
 
 

於
朝
鮮
北
京
之
様
子
捜
考
之
趣

 
 
 

去
年
正
月
頃
、
朝
鮮
国
全
羅
道
全
州
与
申
所
江
罷
越
候
朝
鮮
人
、
旧
冬
罷
帰
同
所
ニ
而
北
京
筋
江
為
商
賣
罷
越
候
者
よ
り
承

候
趣
書
を
以
館
内
之
者
江
及
内
話
候
者
、
北
京
兵
乱
之
模
様
者
八
、
九
歩
通
り
ハ
明
軍
ニ
攻
被
取
、
今
程
清
帝
及
籠
城
候
處
、

寧
古
塔
よ
り
も
軍
勢
を
催
し
、
明
軍
を
喰
留
、
其
後
双
方
軍
を
不
出
互
ニ
相
守
候
処
、
明
兵
ニ
兵
粮
之
道
を
被
断
切
、
北
京

浮
沈
之
場
ニ
付
朝
鮮
江
兵
粮
を
乞
候
由
ニ
御
座
候
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一 
 

蒙
古
人
三
百
人
程
北
京
江
為
加
勢
罷
越
、
壱
人
前
ニ
馬
七
、
八
疋
、
或
者
拾
疋
程
ツ
ヽ
牽
来
城
下
江
陣
を
張
、
明
兵
与
に
ら

ミ
合
居
候
躰
与
相
聞
申
候
、
然
ル
處
段
々
兵
粮
も
乏
敷
相
成
候
上
、
右
様
数
疋
之
馬
を
牽
来
候
心
底
不
審
敷
、
却
而
心
遣
致

し
候
与
相
聞
、
依
之
城
内
江
者
不
引
入
趣
ニ
相
聞
候
事

一 
 

朝
鮮
国
平
安
道
之
内
義
州
与
申
所
江
南
京
舩
弐
百
艘
程
罷
越
、
松
材
木
を
掠
取
候
由
、
是
者
兵
乱
之
節
寺
院
等
数
ヶ
所
致
破

却
、
新
皇
城
を
取
建
候
た
め
奪
取
候
趣
ニ
御
座
候

一 
 

北
京
六
拾
餘
ヶ
所
之
城
々
漸
三
ヶ
所
残
居
、
弥
北
京
皇
帝
敗
軍
朝
鮮
江
落
来
候
者
、
全
羅
道
之
内
済
刕
江
可
隠
置
与
之
企
ニ

有
之
、
然
ル
處
先
年
明
帝
敗
軍
之
節
清
帝
江
服
徒

（
従
ヵ
）仕

、
明
帝
江
者
一
向
音
信
不
通
仕
居
、
此
節
明
之
代
ニ
復
し
候
時
者
、
朝

鮮
至
而
可
及
難
儀
与
之
取
沙
汰
仕
居
候
由
ニ
御
座
候
事

一 
 

前
ニ
申
上
候
通
、
北
京
兵
粮
之
道
を
断
き
ら
れ
浮
沈
之
場
ニ
付
、
朝
鮮
江
兵
粮
を
乞
候
儀
者
実
事
ニ
も
可
有
御
座
哉
、
對
馬

守
彼
国
与
之
換
米
も
去
夏
旱
損
之
申
立
ニ
而
入
送
か
た
宥
免
之
儀
及
頼
談
候
段
申
越
候
、
素
去
夏
旱
魃
之
儀
者
無
相

相
聞

候
得
共
、
北
京
兵
乱
ニ
付
而
者
彼
国
之
内
情
彼
是
打
混
し
相
困
候
事
共
ニ
而
者
有
之
間
敷
哉
之
由
を
も
申
越
候

 
 

右
之
趣
、
朝
鮮
江
差
置
候
給
人
共
ゟ
傳
聞
ニ
任
せ
申
越
候
間
、
実
否
難
計
奉
存
候
得
共
、
乍
恐
風
聞
之
侭
奉
添
御
内
聴
候
、
自

然
行

之
儀
も
可
有
御
座
候
哉
、
其
段
者
幾
重
ニ
も
被
為
垂　

御
宥
免
被
下
置
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
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馬
守
家
来
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古
川
将
監

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
須
伊
織

 

印
（
朱
文
方
印
「
二
世
孤
堂
」）
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重
要
な
の
は
、
後
者
届
書
の
冒
頭
に
あ
る
「
嘉
永
七
寅
年
六
月
五
日　

阿
部
伊
勢
守
殿
御
下
ヶ　

海
防
掛
筒
井
肥
前
守
・
江
川
太
郎

左
衛
門
江
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
約
三
か
月
後
の
六
月
五
日
、
老
中
阿
部
正
弘
（
伊
勢
守
）
が
海
防
掛
の
筒
井
政

憲
（
肥
前
守
）・
江
川
英
龍
（
太
郎
左
衛
門
）
に
こ
の
情
報
を
伝
え
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
前
者
も
筒
井
政
憲
・

江
川
英
龍
に
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
当
時
、
筒
井
政
憲
は
西
丸
留
守
居
上
座
・
海
防
掛
、
江
川
英
龍
は
勘
定
吟
味
役
格
・

伊
豆
国
韮
山
代
官
・
海
防
掛
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
気
に
な
る
の
は
、
提
出
か
ら
約
三
か
月
後
に
開
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
筒
井
政
憲
と
江
川
英
龍
の
二
人
だ
け
の
名
が
記
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
類
の
情
報
は
速
報
性
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
通
目
の
届
書
の
文
言
の
通
り
、
対
馬
藩
家
老
も

実
否
の
判
断
が
難
し
い
段
階
で
あ
り
な
が
ら
、
風
聞
の
ま
ま
幕
府
に
届
け
出
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
約
三
か
月
が
経
っ
て
開
示

さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。
加
え
て
、
筒
井
と
江
川
は
と
も
に
海
防
掛
で
あ
る
が
、
海
防
掛
全
員
で
は
な

く
こ
の
二
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

三
、「
清
朝
騒
亂
」

こ
の
表
題
の
史
料
は
、
墨
付
二
丁
の
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
奥
書
に
「
嘉
永
癸
丑
桂
月
上
浣
」
と
あ
り
、
嘉
永
六
年
八
月
上
旬
に
書

写
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
書
写
し
た
人
物
か
所
持
者
か
は
不
明
だ
が
、
末
尾
に
「
依
田
秀
實
」
と
い
う
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
（
末

尾
の
史
料
③
画
像
参
照
）。
内
容
は
対
馬
藩
家
老
が
幕
府
に
提
出
し
た
届
書
の
文
面
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
写
し
が
作
成
さ
れ

た
か
は
不
明
だ
が
、
一
、
二
ヶ
月
の
間
に
情
報
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。

（
44
）
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【
史
料
③
】「
清
朝
騒
亂
」（
個
人
蔵
）

（
※
縦
二
四
・
三
㎝
／
横
一
七
・
一
㎝　

墨
付
二
丁
）

清
朝
騒
亂

 
 

此
程
。
朝
鮮
ニ
於
。
譯
官
ノ
内
通
弁
ノ
者
迠
。
及
内
話
候
者
。
近
年
中
國
筋
。
騒
乱
甚
。
一
昨
年
ヨ
リ
ノ
事
ニ
テ
。
最
初
ハ
。

盗
賊
・
一
揆
體
。
ノ
樣
子
ニ
相
聞
候
處
。
段
々
長
大
ニ
相
成
。
其
根
元
ハ
。
明
代
ノ
餘
類
。
所
々
民
間
ニ
相
残
リ
居
候
所
。
今

度
先
代
ノ
恢
復
ヲ
名
ト
。
致
シ
。
岳
州
・
衡
刕
等
ノ
邉
ヨ
リ
。
起
立
候
由
ニ
テ
御
座
候
。
彼
國
ノ
昨
今
ノ
巷
説
ニ
ハ
。
右
ノ
騒

乱
主
謀
ハ
。
洪
姓
ニ
テ
。
徒
黨
皆
中
國
ノ
由
。
清
朝
仕
来
ノ
。
薙
髪
ヲ
禁
シ
。
明
朝
ノ
舊
制
ニ
復
シ
候
由
。
尤
一
揆
ノ
至
ル
所
。

貨
財
・
婦
女
ヲ
犯
サ
ズ
。
依
之
。
向
処
庶
民
。
安
堵
悉
服
従
イ
タ
シ
。
泉
刕
・
道
州
次
第
ニ
被
奪
。
武
昌
・
九
江
・
安
慶
諸
州

引
続
陥
没
シ
。
清
朝
ノ
軍
兵
。
死
傷
多
御
座
候
由
。
且
於
北
京
モ
油
断
ナ
ク
。
遼
東
ノ
官
兵
ヲ
發
シ
。
其
他
諸
方
ヘ
。
軍
兵
催

促
ノ
使
者
絶
間
ナ
シ
。
諸
民
困
窮
。
財
用
乏
シ
ク
。
兵
粮
続
キ
難
ク
。
依
テ
富
戸
ノ
銀
銭
ヲ
。
無
理
ニ
取
奪
候
檨
ニ
。
相
成
候

由
。
又
一
説
ニ
ハ
蘓
刕
モ
陥
リ
。
候
由
。
是
等
全
。
竹
竿
ノ
争（

闘
ヵ
）

聞
ヨ
リ
起
リ
候
處
。
今
ノ
檨
子
ニ
テ
ハ
。
次
第
ニ
滋
蔓
ノ
勢
ニ

相
成
。
騒
動
不
二
一
朝
一
事
ニ
噂
仕
候
由
。
相
聞
申
候
。

 
 
 

右
之
趣
、
朝
鮮
國
ニ
差
置
候
役
人
共
之
聞
ニ
任
セ
申
越
候
間
、
実
否
難
計
候
得
共
、
役
筋
異
変
之
説
ニ
付
、
乍
恐
風
聞
之
侭

奉
入
御
内
聴
候
、
自
然
行
違
之
儀
も
可
有
御
座
候
、
其
段
幾
重
ニ
も
御
容
宥
被
成
候
様
奉
願
候
、
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗　

對（
義
和
）馬

家
来
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嘉
永
癸
丑
桂
月
上
浣
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依
田
秀
實

「
依
田
秀
實
」
に
つ
い
て
は
、
他
に
情
報
が
な
い
た
め
ど
の
よ
う
な
人
物
か
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
た
だ
、
同
時
代
の
人
物
で
丹

波
国
篠
山
藩
士
の
依
田
秀
実
が
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
同
一
人
物
か
否
か
判
断
で
き
な
い
。

四
、〔
覚
書
〕

こ
の
史
料
に
は
作
者
に
よ
る
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
仮
に
〔
覚
書
〕
と
し
た
。
冒
頭
に
目
録
が
あ
り
、
八
つ
の
事
柄
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
文
と
照
合
し
て
み
る
と
九
つ
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
お
り
、
九
番
目
の
事
柄
が
目
録
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
嘉
永

六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
か
ら
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
三
月
ま
で
の
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
政
二
年
三
月
以
後
に
成

立
し
た
と
推
測
で
き
る
。
作
者
は
不
明
で
あ
る
。
一
丁
目
表
に
「
樂
山
文
庫
之
記
」
と
あ
る
蔵
書
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
が
（
末
尾
の
史

料
④
表
紙
画
像
参
照
）、
同
時
代
の
も
の
か
後
年
の
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
。

本
題
で
あ
る
清
国
騒
乱
の
件
に
つ
い
て
は
一
番
目
に
「
清
朝
与
後
明
戦
鬪
之
風
説
對
州
侯
ゟ
上
書
之
寫
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
煩
雑
さ
を
い
と
わ
ず
、
次
に
全
文
を
掲
げ
る
。

【
史
料
④
】〔
覚
書
〕（
個
人
蔵
）

（
※
縦
二
四
・
九
㎝
／
横
一
七
・
二
㎝　

墨
付
八
丁
半
）

清
朝
与
後
明
戦
鬪
之
風
説
對（

宗
義
和
）

州
侯
ゟ
上
書
之
寫

嘉
永
六
年
六
月
十
四
日
丑
上
刻
大
地
震
ニ
付
、 　

皇
大
神
宮
へ
御
祈
宣
命

（
45
）
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同
年
十
二
月※［

空
白
］

　

日
、
亜（

マ
マ
）
 

魯
亜
舩
一
艘
大
坂
木
津
川
沖
へ
入
津
、
同
断
御
祈
宣
命

同
七
年
十
一
月
安
政
改
元
之
勅
書

安
政
元
年
十
二
月
、
以
梵
鐘
欲
鋳
換
大
炮
之
勅
書 

印
（
※
朱
文
方
印
「
樂
山
文
庫
之
記
」）

従
所
司
代
傳
奏
へ
上
書
之
寫

安
政
二
年
乙
夘
正
月
朔
日
、
清
國
之
商
船
勢
州
度
会
郡
田
曽
浦
へ
漂
流

同
年
二
月
、
勘
定
奉
行
石
河
土（

政
平
）

佐
守
海
岸
順
見
諸
雑
記

 

嘉
永
六〻六

年
癸
丑
六
月
十
九
日
夜
阿
部
伊
勢
守
殿
金
澤
正
助
を
以
テ
御
下

此
程
朝
鮮
国
譯
官
共
之
内
ゟ
通
弁
之
者
、
近
年
中
国
の
騒
乱
甚
敷
、
其
機
会
者
一
昨
年
頃
ゟ
之
事
ニ
而
㝡
初
者
盗
賊
・
一
揆
躰
之

様
子
ニ
相
聞
エ
候
所
、
段
々
兵
大
ニ
相
成
、
其
根
元
者
明
代
之
餘
類
、
所
々
民
間
ニ
相
残
居
候
處
、
今
度
先
代
之
恢
復
を
名
与
致

し
、
兵

（
岳
ヵ
）州

・
衡
州
等
之
邊
ゟ
起
立
候
由
ニ
御
座
候

一
、 　

彼

※［
空
白
］

國
唯
今
之
巷
説
ニ
者
、
右
之
騒
乱
之
主
謀
者
淇

（
洪
ヵ
）姓

ニ
而
、
徒
黨ト

ウ

皆
中
国
人
之
由
ニ
而
、
清
朝
之
仕
来
候
薙
髪
禁
之
、
明

朝
之
舊
制
ニ
復
シ
候
由
、
尤
一
揆
之
到
ル
所
、
財
寶
・
婦
女
を
無
犯
掠
、
依
之
向
所
之
庶
民
安
堵
悉
服
従
之
、
泉
州
・
道
州
・
兵

（
岳
ヵ
）

州
次
第
ニ
奪
ヒ
、
武
昌
・
九
江
・
安（

慶
ヵ
）

發
之
諸
鎮
引
續
キ
陥
没
、
清
朝
之
軍
兵
死
傷
多
ク
候
由
、
且
於
北
京
茂
初
發
ゟ
無
油
断
、
吉

丹
・
遼
東
之
官
兵
を
發
其
地
、
諸
方
江
軍
兵
催
促
之
使
者
無
絶
間
、
庶
民
困
窮
、
財
寶
ニ
乏
敷
、
兵
粮
難
續
、
仍
而
豪
冨
之
者
之

粮
財
を
無
理
ニ
取
集
之
様
ニ
相
成
候
由
、
亦
一
説
ニ
者
蘓
州
も
陥
候
由
、
是
等

本
ノ
マ
ヽ

全
竹

之
争
闘
ゟ
起
候
所
、
即
今
之
様
子
ニ
而
者

次
第
ニ
滋
蔓
之
勢
ニ
相
及
ヒ
、
騒
動
不
一
形
事
与
噂
仕
候
由
ニ
御
座
候

右
之
通
、
朝
鮮
國
へ
差
出
置
候
役
人
共
傳
聞
ニ
任
セ
申
越
候
間
、
実
否
難
量
奉
存
候
得
共
、
彼
筋
異
変
説
ニ
付
、
乍
恐
風
聞
之（

侭
脱
ヵ
）奉

添
御
内
聴
候
、
自
然
行

之
儀
も
可
有
御
座
候
哉
、
其
段
者
幾
重
ニ
茂
被
為
在
御
宥
免
可
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上
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宗
對（

義
和
）

馬
守
家
来　

古
川
将
監

 
 
 

丑　

六
月　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
須
伊
織

 
 
 

本
書
有
寫
誤

（「
嘉
永
六
年
六
月
十
四
日
丑
上
刻
大
地
震
ニ
付
、 

　
皇
大
神
宮
へ
御
祈
宣
命
」）

桂　

皇
居
無
間
自
今
暁
地
動
及
度
々

宸
襟
尤
不
安
依

神
明
冥
助
速
攘
變
異
於
未
兆
弥
天
下
泰
平
國
〇家

安
穏
萬
民
豐
饒
御
祈
自
今
日
一
七
箇
日
一
社
一
同
可
抽
丹
誠
可
被

下
知
于

神
宮
被
仰
下
候
也

 

六
月
十
五
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判

 
 

四
位
史
殿

今
分
爲
遠
路
之
間
到
着
次
第
御
祈
始
之
事

滿
座
之
後
觧
杖
御
祓
等
獻
上
之
事

右
者
嘉
永
七
年
甲
寅
六
月
十
二
日昼

晴
天両

度
〇鳴

動地
震
、
同
十
四
日
夜快

晴正
八
ツ
時鳴

動〇
大
地
震
、
十
五
日
ゟ
廿
日
頃
迄
地
震
す
る
事
一
昼
夜

ニ
而
七
、
八
度
ゟ
十
四
、
五
度
ニ
到
る
也
、
同
七
月
朔
日
三
、
四
度
、
尤
烈
風
雨
ニ
而
難
知

安
政
二
年
乙
夘
九
月
廿
八
日
大
地
震
、
同
十
月
二
日
亥
刻
江
戸
并
近
国
大
地
震
、
江
戸
街
巷
過
半
潰
家
、
死
人
十
万※［

空
白
］

　

千
人
、
同

十
二
月
廿
五
日
酉
刻
地
震
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（
同
年
十
二
月
　

※［
空
白
］日
、
亜（

マ
マ
）魯
亜
舩
一
艘
大
坂
木
津
川
沖
へ
入
津
、
同
断
御
祈
宣
命
）

 

嘉
永
六
年
癸
丑
十
二
月

宣
命
之
寫

夷
類
頻
来
乞
求
通
商
其
情
狡
黠
固
不
可
量
因
茲
邊
海
防
禦
雖
盡
警
戒

宸
襟
所
不
綏
庶
幾
以

神
明
冥
助
不
汚

神
州
不
損
人
民
國
體
安
穏
天
下
泰
平
寶
祚
悠
久
武
運
延
長
之
御
祈
従
来
十
七
日
一
七
箇
日
之
間
可
抽
丹
誠
事

（「
同（

嘉
永
）七

年
十
一
月
安
政
改
元
之
勅
書
」）

詔
益
皇
猷
得
宜
而
寰
宇
乂
安
則
天
地
表
祥
瑞
之
應
庶
政
不
明
而
民
人
疾
苦
則
陰
陽
示
灾
眚
之
變
嗚
呼
可
不
慎
哉
朕
叨
以
眇
眇
之
躬

恭
托
元
元
之
上
自
纘
鴻
業
八
閲
寒
暑
夙
夜
祇
畏
匪
遑
底
寧
然
誠
不
感
物
化
不
覃
遠
元
氣
鬱
塞
祝
融
為
崇
宮
闕
蕩
然
殃
逮
閭
閻
洋
夷

出
没
腥
羶
薫
騰
遍
海
不
靖
勤
勞
士
夫
加
之
六
月
以
来
坤
德
逆
常
近
畿
地
震
餘
動
及
京
于
今
未
息
詳
念
咎
徴
在
予
一
人
思
俾
導
迎
大

和
式
弭
消
衆
變
宜
易
冠
元
之
名
普
施
宥
過
之
澤
其
改
嘉
永
七
年
為
安
政
元
年
大
赦
天
下
今
日
昧
爽
以
前
大
辟
以
下
罪
無
輕
重
已
發

覚
未発

覚

・
已
結
正
未
結
正
咸
皆
赦
除
但
犯
八
虐
故
殺
謀
殺
私
鑄
錢
強
竊
二
盗
常
赦
所
不
免
者
不
在
此
限
又
復
天
下
今
年
半
傜
老
人
及

僧
尼
年
百
歳
以
上
給
穀
四
斛
九
十
以
上
三
斛
八
十
以
上
二
斛
七
十
以
上
一
斛
庶
幾
自
今
與
物
一
新
上
答
天
譴
下
恊
人
望
六
府
維
脩

萬
方
無
虞
布
告
令
知
朕
意
主
者
施
行

 
 

安
政
元
年
十
一
月
廿
七
日

（
46
）

（
47
）
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安
政　

群
書
治
要
曰
選
賢
良
擧
篤
敬
与
孝
涕
収
孤
寡
如
是
則
庶
人
安
政
然
後
君
子
安
位
矣

（
安
政
元
年
十
二
月
、
以
梵
鐘
欲
鋳
換
大
炮
之
勅
書
）

大（
太
）政

官
符　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
畿
七
道
諸
國
司

 

應
以
諸
國
寺
院
之
梵
鐘
鑄
造
大
炮
・
小
銃
事

右
正
二
位
行
權
大
納
言
藤
原
朝（

三
条
実
万
）

臣
實
萬
宣
、
奉

勑
、
夫
外
寇
事
情
固
所
深
被
惱

宸
襟
也
、
況
於
緇
素
何
有
差
異
、
頃
年
墨
夷
再
来
、
乗
入
相
模
海
岸
、
今
秋
魯
夷
渡
来
畿
内
近
海
、
国
家
急
務
只
在
海
防
、
因
欲

以
諸
國
寺
院
之
梵
鐘
鑄
造
大
炮
・
小
銃
置
海
国
樞
要
之
地
僃
不
虞
、
速
令
諸
國
寺
院
各
存
時
勢
本
寺
之
外
除
古
来
名
器
及
報
時
之

鐘
其
他
悉
可
鑄
換
大
炮
、
爲

皇
国
擁
護
之
器
、
及
邉
海
無
㕝
之
時
復
又
宜
銷
兵
器
、
以
爲
鯨
鐘
不
可
存
異
議
者
諸
國
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行

 

權
右
中
辨
正
五
位
上
兼
行
左
衛
門
権
佐
藤
原
朝
臣
判

 

修
理
東
大
寺
大
佛
長
官
從
四
位
上
行
中
務
權
少
輔
兼
主
殿
頭
左
大
史
小
槻
宿
祢
判

 
 

安
政
元
年
十
二
月
二
十
三
日

（
※
従
所
司
代
傳
奏
へ
上
書
之
寫
）

 

所（
脇
坂
安
宅
）

司
代
ゟ　

傳
（
三
条
実
万
・
東
坊
城
聡
長
）

奏
方
へ
御
達
書
之
写

當
地
御
守
衛
向
之
儀
追
々
厚
御
世
話
も
有
之
、
大
坂
近
海
御
警
衛
を
も
可
被
仰
出
哉
ニ
付
、
大
坂
近
海
為
見
分
石
河
土（

政
平
）

佐
守
・
大

（
48
）

（
49
）
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久
保
右（

忠
寛
）

近
将
監
・
立
田（

正
明
）
タ

岩
太
郎
可
被
差
遣
旨
被
仰
付
候
、
尤
土
佐
守
儀
者
海
岸
見
分
仕
廻
、
當
表
へ
相
越
、

御
造
営
御
用
相
勤
、
岩
太
郎
儀
者
當
地
御
用
透
見
計
一
同
申
合
、
大
坂
近
海
見
分
可
致
旨
申
渡
候
、
且
又
伊
勢

大
神
宮
御
守
衛
向
之
儀
ニ
付
、
先
達
而
被
仰
聞
候
趣
も
有
之
候
間
、
圡
佐
守
始
同
所
海
岸
見
分
を
も
被
仰
付
候
事
候
間
、

大
神
宮
御
守
衛
向
之
儀
追
而
被
仰
出
ニ
而
可
有
之
候
、
此
段
為
御
心
得
御
両
卿
へ
御
達
置
可
申
旨
年
寄
共
ゟ
申
越
候
事

（
※
安
政
二
年
乙
夘
正
月
朔
日
、
清
國
之
商
舩
勢
州
度
会
郡
田
曽
浦
へ
漂
流
）

 

安
政
二
乙
夘
正
月
朔（

日
脱
ヵ
）勢

州
渡
會
郡
田
曽
浦
へ
漂
着
之
唐
舩
ゟ
差
出
し
候
書
面
之
写

大
清
国
客
商
舩
戸
彭
恒
福
干
十
一
月
十
七
日
在
山
東
北
界

放
洋
彼
大
風
飄
来　
　
　

右
壱
□

水
来
柴　
　
　
　
　
　
　

右
壱
□

問
你
此
山
何
国　
　
　
　

右
壱
□

（
※
同（

安
政
二
）年二

月
、
勘
定
奉
行
石
河
土（

政
平
）

佐
守
海
岸
順
見
諸
雑
記
）

 
 

安
政
二
年
二
月
上
旬
、
御
勘
定
奉
行
石
川（

河
）圡

佐（
政
平
）守

・
御（

マ
マ
・
目
付
ヵ
）

普
請
奉
行
大
久
保
右（

忠
寛
）近

将
監
畿
内
近
海
順
見
之
節
御
先
觸
之
写　
二
月
五

日
松
坂
泊
、
同
六
日
大
湊
泊

 

上 

書　
　

東
海
道
品
川
宿
ゟ
桒
名
宿
迄
、
夫
ゟ
伊
勢
〇路

通
大
湊
ゟ
志
州
鳥
羽
迄〻江

、
夫
ゟ
久
居
上
野
通
奈
良
へ
、
夫
ゟ
大
坂
・
泉

州
岸
和
田
・
紀
州
加
田
浦
、
淡
路
島
由
良
湊
并
岩
屋
迄
、
播
州
赤（

明
）石

・
西
宮
通
、
大
坂
・
伏
見
・
京
都
迄

 
 
 

右
宿
村
御
請
印
形
帳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

品
川
宿

 
 
 
 

夘
正
月
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追
而
此
觸
書
早
々
相
廻
し
承
知
之
旨
別
紙
請
書
相
添
、
留
り
ゟ
宿
村
送
り
を（

道
中
奉
行
・
本
多
安
英
）

以
加
賀
御
役
所
へ
可
相
返
候
、
以
上

〔
※
安
政
二
卯
正
月
廿
一
日
　
伊（

阿
部
正
弘
）

勢
守
殿
御
渡
　
道
中
奉
行
・
勘
定
奉
行
〕

此
度
勢
州
海
岸
并
大
坂
近
海
為
見
分
御
勘
定
奉
行
石
川（

河
）圡（
政
平
）

佐
守
始
役
々
被
差
遣
候
付
而
者
、
國
々
地
震
・
津
浪
ニ
而
人
民
窮
苦
致

し
居
候
折
柄
ニ
付
、
仕
来
ニ
不
泥
万
端
格
別
手
軽
ニ
い
た
し
、
村
々
ニ
お
い
て
も
無
益
之
失
費
不
相
掛
様
、
道
橋
修
復
、
休
泊
旅

宿
取
繕
一
切
無
之
、
有
来
之
通
い
た
し
置
、
附
使
者
、
道
固
・
音
物
等
決
而
致
間
敷
候

 
 

但
し
、
道
橋
、
休
泊
旅
宿
、
如
何
躰
不
行
届
之
儀
有
之
候
と
も
不
苦
候
間
、
取
繕
ケ
間
敷
儀
者
勿
論
、
農
業
之
障
り
ニ
不
相
成

様
、
觸
外
之
人
馬
等
差
出
候
儀
堅
致
間
敷
候

右
之
通
御
觸
出
候
間
、
宿
村
〳
〵
ニ
お
い
て
厚
相
心
得
、
都
而
無
益
之
儀
無
之
、
費
之
寄
人
馬
等
致
間
敷
も
の
也

 

夘
正
月
廿
二
日 

筑（
水
野
忠
徳
）

後
御
印 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
海
道
品
川
ゟ
桒
名
、
夫
ゟ
伊
勢
路
通
大
湊
、

 
 
 
 
 
 
 
 

伊（
田
村
顕
影
）

豫
御
印 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

志
州
鳥
羽
、
久
居
・
上
野
通
り
奈
良
へ
、
夫
ゟ

 
 
 
 
 
 
 
 

左退
出（
川
路
聖
謨
）

衛
門　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
坂
・
泉
州
岸
和
田
・
紀
州
加
田
浦
・

 
 
 
 
 
 
 
 

加（
本
多
安
英
）

賀
御
印 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

淡
路
嶋
由
良
湊
并
岩
屋
迄
、
播
州
赤（

明
）石

 
 
 
 
 
 
 
 

河
（
松
平
近
直
）

内　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
宮
通
、
大
坂
・
伏
見
・
京
都
迄

 
 
 
 
 
 
 
 

播
（
柳
生
久
包
）

磨　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

右
宿
村
〳
〵

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
屋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
寄

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

名
主

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

組
頭

（
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〔
※
安
政
二
年
乙
夘
三
月
両
宮
諸
寺
院
へ
御
觸
書
〕

 

安
政
二
年
乙
夘
三
月
両
宮
諸
寺
院
へ
御
觸
書

海
岸
防
禦
之
為
、
此
度
諸
國
寺
院
之
梵
鐘
を
以
可
鑄
換
大
炮
・
小
銃
之
旨
被　

仰
出
候
、
右
者
武
備
御
充
實
之
御
趣
意
ニ
候
間
、

此
外
銅
・
銕
者
勿
論
錫
・
鈆
・
硝
石
等
何
レ
茂
必
備
之
品
ニ
付
、
右
等
ニ
無
之
候
而
も
相
済
候
品
を
右
類
ニ
而
相
製
し
候
儀
自
今

不
相
成
事
ニ
候
、
且
又
梵
鐘
を
も
鑄
換
被　

仰
出
候
程
之
儀
ニ
付
、
銅
・
銕
を
以
新
規
ニ
佛
像
等
鑄
造
致
し
候
儀
難
相
成
候
、
佛

器
之
儀
も
木
製
又
ハ
陶
器
ニ
而
も
相
済
候
分
者
、
以
来
銅
・
銕
類
を
以
製
造
可
為
無
用
候
、
右
之
通
可
被
觸
候　
　
　

三
月

海
㟁
防
禦
之
為
、
此
度
諸
国
寺
院
之
梵
鐘
、
本
寺
之
外
古
来
名
器
及
ひ
當
節
時
之
鐘
ニ
相
用
候
分
相
除
、
其
餘
可
鑄
換
大
炮
・
小

銃
之
之
旨
従
京
都
被
仰
進
候
、
海
防
之
儀
専
ら
御
世
話
有
之
候
折
柄
、

叡
慮
之
趣
深
く　

御
感
戴
被
遊
候
事
ニ
候
間
、
一
同
厚
相
心
得
、
海
防
筋
之
儀
弥
可
相
励
旨
被　

仰
候
、
尤
右
之
趣
、
諸
寺
院
江

者　※［
空
白
］寺

社
奉
行
よ
り
申
渡
候
間
、
被
得
其
意
、
取
計
方
等
委
細
之
儀
者
追
而
可
相
達
候
、
右
之
通
被　

仰
出
候
間
可
被
得
其
意
候

 
 
 

三
月

こ
の
〔
覚
書
〕
で
重
要
な
の
は
、「
嘉
永
六〻六

年
癸
丑
六
月
十
九
日
夜
阿
部
伊
勢
守
殿
金
澤
正
助
を
以
テ
御
下
」
と
い
う
箇
所
で
あ
る
。

対
馬
藩
家
老
が
幕
府
に
届
書
を
提
出
し
て
間
も
な
く
、
老
中
阿
部
正
弘
（
伊
勢
守
）
が
、
同
家
家
臣
（
福
山
藩
士
）
と
考
え
ら
れ
る
金

澤
正
助
と
い
う
人
物
を
介
し
て
届
書
の
文
面
を
開
示
し
た
こ
と
が
分
か
る
か
ら
で
あ
る
。
開
示
の
対
象
は
不
明
で
あ
る
が
、
ま
ず
幕
府

の
海
防
掛
が
考
え
ら
れ
る
。「
清
朝
之
騒
乱
一
件
」（【
史
料
②
】）
所
収
の
嘉
永
七
年
三
月
付
け
対
馬
藩
家
老
届
書
と
同
様
の
開
示
が
な

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
だ
。
つ
ぎ
に
、
阿
部
正
弘
と
懇
意
の
大
名
、
前
水
戸
藩
主
徳
川
斉
昭
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
金

澤
正
助
を
以
テ
御
下
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
阿
部
正
弘
が
使
者
を
立
て
て
開
示
対
象
者
に
届
書
の
写
を
届
け
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
か

ら
で
あ
る
。

（
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問
題
は
、
そ
も
そ
も
阿
部
正
弘
が
な
ぜ
こ
の
情
報
を
開
示
し
た
か
で
あ
る
。
後
藤
敦
史
氏
に
よ
る
と
、
老
中
阿
部
正
弘
は
、「
慎
重
に

『
衆
議
』
を
見
据
え
な
が
ら
政
権
を
運
営
」
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
海
防
掛
や
懇
意
の
有
志
大
名
に
情
報
を
開
示
・
提
供
す
る
こ
と
に
よ

り
、
外
交
政
策
の
立
案
・
意
見
を
期
待
し
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

五
、「
宗
對
馬
守
殿
ゟ
御
届
書
」

こ
の
史
料
は
、
自
弘
化
三
年
至
安
政
六
年
「
聞
書
」
一
と
あ
る
史
料
の
一
部
分
で
あ
る
。
長
州
藩
毛
利
家
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。「
聞
書
」
一
～
四
の
全
四
冊
の
う
ち
三
と
四
の
二
冊
に
は
「
壬
文
久
二
年　

戌
ノ
閏
八
月
吉
辰　

浅
見
氏　

兵
輔
写
之
」
と

あ
り
、
四
に
は
「
八
月
八
日
ゟ
十
日
迄
ニ
写
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
閏
八
月
に
筆
写
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

浅
見
兵
輔
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
同
時
期
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
な
い
に
し
て
も
、
嘉
永
六
年
六
月
の
対
馬
藩
家
老

の
届
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
史
料
だ
け
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
嘉
永
六
年
六
月
の
対
馬
藩
家
老
届
書
が
文
久
二

年
閏
八
月
段
階
で
も
価
値
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
示
し
た
【
史
料
①
】
～
【
史
料
④
】
に
比

べ
て
誤
字
が
多
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
写
本
の
写
本
を
筆
写
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
原
文
と
の
異
同
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

【
史
料
⑤
】「
宗
對
馬
守
殿
ゟ
御
届
書
」（
山
口
県
文
書
館
所
蔵
、
自
弘
化
三
年
至
安
政
六
年
「
聞
書
」
一
の
う
ち
）

 

宗
對（

義
和
）

馬
守
殿
ゟ
御
届
書

一 

此
程
於
朝
鮮
国
訳
官
之
内
よ
り
通
弁
役
之
者
迄
及
内
話
候
者
、
近
年
中
国
筋
騒
乱
甚
敷
、
一
昨
年
頃
之
事
ニ
而
、
最
初
ハ
盗
賊
・

一
揆
體
之
様
子
相
聞
候
處
、
段
々
長
大
ニ
相
成
、
根
元
者
明
代
之
餘
類
處
々
民
間
ニ
相
残
り
候
處
、
今
般
先
代
之
恢
復
を
名
と

い
た
し
、
岳
刕
・
衞

（
衡
ヵ
）刕

之
邊
よ
り
起
り
立
候
由
ニ
御
坐
候

（
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一 

彼
国
只
今
之
巷
説
ニ
者
、
右
之
騒
乱
主
謀
者
淇

（
洪
ヵ
）姓

ニ
て
徒
黨
皆
中
国
人
之
由
、
清
朝
仕
来
之
薙
髪
を
禁
し
、
明
朝
之
旧
製

（
制
ヵ
）に

復

し
候
由
、
乍
一
揆
之
主（

マ
マ
）處

家
財
・
嫡

（
婦
ヵ
）女

を
不
掠
犯
、
依
之
而
所
之
庶
民
安
堵
意

（
畏
ヵ
）服

、※［
空
白
］

　

泉
州
・
道
州
・
岳
州
次
第
に
奪
れ
、
武

昌
・
九
江
・
安
慶
之
諸
候（

侯
）引

續
き
陥
没
、
清
朝
之
軍
兵
被
破
候
、
且
於
北
京
も
初
發
ゟ
無
油
断
遼
東
之
官
兵
を
發
し
、
其
他
諸

方
江
も
軍
兵
催
促
之
使
者
無
間
断
、
庶
民
困
窮
、
財
用
ニ
乏
敷
、
兵
粮
難
償
、
依
而
ハ
富
戸
之
銀
銭
を
無
理
ニ
而
奪
候
様
相
成

候
由
、
又
一
説
に
者
藝

（
マ
マ
）州

も
陥
候
か
、
是
等
全
く
竹
竿
之
争
闘
よ
り
起
り
候
處
、
即
今
之
様
子
ニ
而
者
次
第
に
混
蕃

（
マ
マ
）之

勢
ニ
相

成
、
騒
動
不
一
形
事
ニ
噂
仕
候
由
相
聞
申
候

 
 

右
之
儀
、
朝
鮮
国
江
差
出
置
候
役
人
共
傳
聞
ニ
任
申
越
候
処
、
実
否
難
計
奉
存
候
得
共
、
彼
筋
異
国
番
之
事
ニ
付
、
乍
恐
風
聞

之
侭
奉
入
御
内
聴
候
、
自
然
行

之
儀
茂
可
有
御
座
哉
、
其
段
幾
重
ニ
も
被
垂
御
宥
恕
被
成
下
候
様
奉
願
上
候
、
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宗
對
馬
守
家
来

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
川　

将
監

 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
治（

須
）　

伊
織

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
吉
田
松
陰
の
「
燕
都
流
言
録
」
を
は
じ
め
、
作
者
不
明
「
清
朝
之
騒
乱
一
件
」（
別
名
「
清
国
騒
乱
之
記
」）、
依
田
秀
實

の
「
清
朝
騒
亂
」、
作
者
不
明
の
〔
覚
書
〕（
仮
題
）、
浅
見
兵
輔
筆
写
と
推
測
さ
れ
る
自
弘
化
三
年
至
安
政
六
年
「
聞
書
」
一
の
五
点
の

情
報
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
、
嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
情
報
を
記
し
た
対
馬
藩
家
老
届
書
を
中
心
に
、
そ
れ
ら
が
筆
写
さ
れ
る
に

あ
た
っ
て
の
情
報
源
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

幕
府
に
提
出
さ
れ
た
対
馬
藩
家
老
の
届
書
は
、
ま
ず
老
中
・
若
年
寄
に
共
有
さ
れ
る
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
い
。
そ
の
情
報
が
、
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老
中
阿
部
正
弘
に
よ
っ
て
海
防
掛
の
筒
井
政
憲
・
江
川
英
龍
に
開
示
さ
れ
、
さ
ら
に
正
弘
と
懇
意
に
し
て
い
る
有
志
大
名
、
具
体
的
に

は
水
戸
藩
前
藩
主
の
徳
川
斉
昭
な
ど
に
開
示
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
筒
井
・
江
川
か
ら
元
幕
府
納
戸
頭

の
羽
倉
簡
堂
（
外
記
）
な
ど
の
儒
学
者
に
漏
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
吉
田
松
陰
に
ま
で
伝
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
松
陰
が
水
戸
藩

や
熊
本
藩
な
ど
の
儒
学
者
・
兵
学
者
と
懇
意
で
あ
る
こ
と
、
幕
閣
要
路
と
も
親
し
い
佐
久
間
象
山
の
門
弟
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

水
戸
・
熊
本
藩
関
係
者
、
佐
久
間
象
山
か
ら
情
報
を
入
手
し
た
可
能
性
に
も
言
及
し
た
。
ま
た
、
依
田
秀
實
と
い
う
名
前
だ
け
し
か
分

か
ら
な
い
が
、
幕
閣
要
路
で
は
な
い
諸
藩
の
藩
士
と
考
え
ら
れ
る
人
物
に
ま
で
対
馬
藩
家
老
の
届
書
の
情
報
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。

本
稿
で
特
に
対
象
と
し
た
対
馬
藩
家
老
届
書
は
、
清
国
、
太
平
天
国
の
乱
に
関
す
る
海
外
情
報
で
あ
り
、
松
陰
を
は
じ
め
情
報
を
取

得
し
た
者
は
、
嘉
永
六
年
当
時
の
対
外
政
策
に
つ
い
て
自
論
を
練
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
積
極

的
に
情
報
収
集
を
行
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
老
中
阿
部
正
弘
に
し
て
も
、
佐
久
間
象
山
に
し
て
も
、
部
下
や
門
弟
に
対
外
政
策
の

立
案
・
意
見
形
成
を
期
待
し
て
情
報
を
伝
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
が
、
機
密
情
報
の
授
受
を

行
う
以
上
、
両
者
に
信
頼
関
係
、
共
有
す
る
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
情
報
に
関
し
て
、
現
在
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
少
な
い
材
料
か
ら
検
討
し
た
が
、
恐
ら
く
こ
の
情
報
は

本
稿
で
言
及
し
た
よ
り
も
広
く
流
通
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
対
馬
藩
家
老
の
届
書
の
写
は
ま
だ
ま
だ
全
国
に
現
存
し
て
い
る
と
推
測
さ

れ
る
。
今
後
引
き
続
き
そ
れ
ら
を
博
捜
し
、
こ
の
情
報
の
広
が
り
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
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註

（
1
） 
原
資
料
は
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
（
続
通
信
全
覧
類
輯
之
部
雑
一
二
七
八
）。
な
お
、
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
の
デ
ジ

タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
で
閲
覧
で
き
る
。

（
2
） 

『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
（
覆
刻
版
、
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
四
三
三
・
四
三
四
頁
、
二
五
二
号
文
書
。

（
3
） 

『
近
世
庶
民
生
活
史
料  

藤
岡
屋
日
記
』
第
五
巻
（
一
九
八
九
年
、
三
一
書
房
）
所
収
、
嘉
永
六
癸
丑
六
月
「
海
防
全
書  

上
」。
同
書
に
は

「
○
嘉
永
六
癸
丑
年
六
月
十
九
日　

御
届　

宗
対
馬
守
」
と
あ
る
（
四
九
二
頁
）。
届
書
本
文
の
日
付
も
「
嘉
永
六
丑
年
六
月
十
九
日
」
と

な
っ
て
い
る
も
の
の
、
対
馬
藩
江
戸
家
老
か
ら
幕
府
に
提
出
さ
れ
た
の
が
六
月
十
九
日
で
あ
る
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
。

（
4
） 

中
井
信
彦
校
注
『
片
葉
雑
記  

色
川
三
中
黒
船
風
聞
日
記
』（
一
九
八
六
年
、
慶
友
社
）
一
八
・
一
九
頁
、
嘉
永
六
年
八
月
二
十
六
日
条
の

欄
外
の
見
出
し
に
は
「
清
国
乱
」
と
あ
り
、「
宗
対
馬
守
殿
よ
り
御
届
書　

按
六
月
下
旬
歟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
届
書
の
文
面
の
後
に
は

「
又
江
戸
一
家
よ
り
申
来
る
」
と
続
く
が
、
こ
の
届
書
の
文
面
を
色
川
三
中
が
ど
の
よ
う
に
し
て
知
り
得
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
5
） 

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
対
馬
藩
か
ら
の
海
外
情
報
に
関
す
る
届
書
が
幕
閣
内
で
ど
の
く
ら
い
共
有
さ
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
例

え
ば
阿
蘭
陀
風
説
書
の
場
合
、
長
崎
奉
行
を
介
し
て
幕
府
御
用
部
屋
、
す
な
わ
ち
江
戸
城
本
丸
御
殿
の
老
中
・
若
年
寄
の
執
務
室
に
提
出

さ
れ
た
（
岩
下
哲
典
「
近
世
後
期
の
海
外
情
報
と
そ
の
環
境
」〔
岩
下
哲
典
・
真
栄
平
房
昭  

編
『
近
世
日
本
の
海
外
情
報
』、
一
九
九
七

年
、
岩
田
書
院
、
二
六
頁
〕）。
こ
れ
を
勘
案
す
る
と
、
少
な
く
と
も
対
馬
藩
か
ら
の
届
書
も
老
中
・
若
年
寄
の
あ
い
だ
で
は
共
有
さ
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
6
） 

『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
七
二
年
、
大
和
書
房
）
所
収
の
松
陰
書
簡
に
よ
る
と
、
松
陰
は
書
簡
の
宛
所
を
記
す
際
、
実
父
の
杉
百

合
之
助
の
場
合
は
「
杉
嚴
君
樣
」・「
家
嚴
君
樣
」、
実
兄
の
杉
梅
太
郎
の
場
合
は
「
家
大
兄  

座
下
」・「
杉
阿
兄
樣
」・「
家
賢
兄  

案
下
」・

「
家
賢
兄
樣
」・「
杉
大
兄  

案
下
」・「
家
梅
兄
樣
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
。
百
合
之
助
・
梅
太
郎
両
人
宛
て
の
場
合
は
「
杉
樣
」
と
あ
る
の

で
、「
燕
都
流
言
録
」
は
二
人
に
宛
て
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
7
） 

木
村
幸
比
古
『
吉
田
松
陰
の
実
学
』、
二
〇
〇
五
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
七
～
三
六
頁
。

（
8
） 

た
だ
し
、「
流
言
」
録
、
風
説
書
と
い
っ
て
も
、
世
間
で
流
布
し
た
噂
話
を
ま
と
め
た
だ
け
で
な
く
、
幕
府
の
機
密
情
報
が
記
さ
れ
て
お
り
、

松
陰
が
高
度
な
情
報
収
集
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
そ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
、
情
報
源
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
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て
い
な
い
。

（
9
） 

「
燕
都
の
見
図
」（
え
ど
の
み
ず
）
と
い
う
版
本
が
あ
る
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）。
正
式
な
表
題
は
「
絵
本
江
都
の
見
図
」（
え
ほ
ん
え
ど

の
み
ず
）
で
、
そ
の
別
名
が
「
燕
都
の
見
図
」
と
い
う
。
森
羅
亭
の
作
で
、
画
は
歌
川
豊
国
に
よ
る
。
三
冊
本
で
寛
政
七
年
（
一
七
九
五
）

刊
行
。（『
国
書
総
目
録
』
第
一
巻
、
一
九
六
三
年
、
岩
波
書
店
、
四
七
六
・
四
九
〇
頁
）。
江
戸
を
「
燕
都
」
と
表
記
す
る
事
例
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
が
、
松
陰
は
こ
の
書
物
か
ら
「
燕
都
流
言
録
」
と
い
う
表
題
を
付
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
10
） 

前
掲
『
近
世
庶
民
生
活
史
料  

藤
岡
屋
日
記
』
第
五
巻
、
四
六
四
頁
。

（
11
） 

「
燕
都
流
言
録
」
に
記
さ
れ
た
狂
歌
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、「
名
物
は
駿
河
の
阿
部
や
伊
勢
菰
野　

上
喜
せ
ん
に
は
と
て
も
及
ば
ず
」、

「
老
若
の
ね
む
り
を
さ
ま
す
上
喜
せ
ん　

茶
う
け
の
役
に
た
ら
ぬ
あ
め
り
か
」、「
毛
唐
人
抔
と
茶
に
し
て
上
き
せ
ん　

た
つ
た
四
は
ひ
で
夜

る
は
寐
ら
れ
ず
」、「
ア
メ
リ
カ
を
茶
菓
子
に
呑
だ
蒸
気
船　

た
つ
た
四
は
い
で
夜
る
も
ね
ら
れ
ず
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
（
前
掲

『
近
世
庶
民
生
活
史
料  
藤
岡
屋
日
記
』
第
五
巻
、
四
六
六
頁
）。

（
12
） 

（
嘉
永
六
年
）
六
月
二
十
三
日
付
の
阿
部
正
弘
宛
て
松
平
慶
永
の
書
簡
に
は
「
密
白
将
軍
樣
御
不
例
尋
常
ノ
御
病
氣
ト
被
爲
替
行
末
御
案
シ

申
上
候
」、「
萬
一
不
諱
ノ
御
儀
モ
可
被
爲
在
哉
ト
深
心
配
仕
只（

マ
マ
）候

御
快
然
奉
祈
念
候
外
他
事
無
御
座
候
」
と
あ
り
、
阿
部
正
弘
は
松
平
慶

永
に
家
慶
死
去
の
こ
と
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（『
阿
部
正
弘
事
蹟
』
二
（
覆
刻
版
）、
一
九
七
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、

七
七
七
頁
）。
阿
部
正
弘
の
正
室
は
、
福
井
藩
主
松
平
治
好
の
息
女
謹
子
で
、
謹
子
没
後
に
は
慶
永
の
養
女
謐
子
（
松
平
直
春
三
女
）
を
継

室
に
迎
え
た
（『
昭
和
新
修
華
族
家
系
大
成
』
下
巻
、
一
九
八
四
年
、
吉
川
弘
文
館
、
五
五
一
頁
）。
つ
ま
り
、
姻
戚
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、

正
弘
は
慶
永
に
家
慶
の
死
を
伝
え
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
13
） 

『
新
訂
増
補
国
史
大
系
四
九　

続
徳
川
実
紀
』
第
二
篇
、
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
、
七
一
四
頁
。

（
14
） 

國
友
半
右
衛
門
「
遊
東
日
誌
」（『
吉
田
松
陰
全
集
』
別
巻
、
一
九
七
四
年
、
七
八
頁
）
六
月
二
十
四
日
条
に
「
廿
四
日　

晴
、
吉
田
寅
と

羽
倉
外
記
に
見
ふ
。（
此
の
日
聞
く
、
二
十
二
日
暁
、
幕
府
既
に
薨
ず
と
）」
と
あ
る
。
国
友
半
右
衛
門
（
重
昌
）
は
熊
本
藩
士
で
あ
る
。
半

右
衛
門
・
松
陰
（
寅
次
郎
）・
外
記
（
用
九
・
簡
堂
）
の
三
人
が
同
席
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
、
羽
倉
外
記
が
半
右
衛
門
に
家
慶
逝

去
の
情
報
を
漏
ら
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
す
で
に
松
陰
が
家
慶
逝
去
の
情
報
を
入
手
し
て
お
り
、
そ
れ
を
半
右
衛
門
に
話

し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
た
だ
将
軍
家
の
機
密
情
報
と
な
る
と
、
当
時
隠
居
し
て
い
た
と
は
い
え
幕
府
納
戸
頭
も
務
め
た
外
記
が
半
右
衛

門
に
伝
え
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
（
水
田
紀
久
分
担
執
筆
「
羽
倉
簡
堂
」〔『
国
史
大
辞
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典
』
第
十
一
巻
、
一
九
九
〇
年
、
吉
川
弘
文
館
〕）。

（
15
） 

『
徳
川
諸
家
系
譜
』
第
一
、
一
九
七
〇
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
一
五
頁
。

（
16
） 
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
五
〇　

続
徳
川
実
紀
』
第
三
篇
、
一
九
六
六
年
、
吉
川
弘
文
館
、
一
二
頁
。
な
お
八
月
十
八
日
、
景
徳
院
の
院
号
が

贈
ら
れ
た
（
同
一
三
頁
）。
藤
岡
屋
由
蔵
の
「
日
記
」（
前
掲
『
近
世
庶
民
生
活
史
料  

藤
岡
屋
日
記
』
第
五
巻
、
三
六
一
頁
）
八
月
十
七
日

条
に
「
一　

松
平
長
太

（
マ
マ
）郎

殿
御
病
気
之
処
、
御
養
生
不
被
為
叶
、
昨
夜
戌
之
下
刻
、
被
遊
御
逝
去
候
」
と
あ
る
。
同
二
十
五
日
条
に
は
「
松

平
長
吉
郎
殿
、
御
腹
於
い
ま
ど
の
、
杉
三
之
丞
妹
也
、
嘉
永
五
壬
子
年
八
月
三
日
御
誕
生
也
、
然
ル
ニ
此
日
、
巳
成
金
の
日
也
、
一
ヶ
年

之
内
ニ
も
稀
成
吉
日
ニ
て
、
千
金
ニ
も
得
難
き
宝
な
れ
バ
、
長
く
吉
事
の
あ
れ
か
し
と
、
長
吉
郎
君
と
名
づ
け
あ
れ
、
御
末
子
な
が
ら
も

殿
下
の
君
と
仰
が
れ
給
ふ
べ
き
御
身
の
、
果
報
つ
た
な
く
纔
一
年
の
寿
齢
に
て
早
世
し
給
ひ
け
れ
バ
、
長
く
吉
き
巳
成
金
と
は
な
ら
ず
し

て
憂
き
世
に
長
く
の
こ
す
金
仏
」
と
あ
り
、
長
吉
郎
と
命
名
さ
れ
た
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
（
同
三
六
五
頁
）。

（
17
） 

（
嘉
永
六
年
）
七
月
三
日
付
、
佐
渡
三
良
宛
て
坪
井
信
良
書
翰
に
、「
公
方
様
六
月
二
十
二
日
、
実
ハ
御
他
界
、
未
タ
御
発
シ
無
之
候
得
共
」、

「
扨
左

（
マ
マ
）大

将
様
ニ
ハ
御
子
様
無
之
、
御
扣
ニ
ハ
昨
年
御
誕
生
之
長
吉
郎
様
、
是
亦
実
ハ
先
頃
御
他
界
之
由
、
就
テ
ハ
御
位
も
先
指
当
リ
御
扣

無
之
テ
ハ
と
申
事
ニ
テ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
宮
地
正
人
編
『
幕
末
維
新
風
雲
通
信
―
蘭
医
坪
井
信
良
家
兄
宛
書
翰
集
―
』、
一
九
七

八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
四
四
頁
）。
つ
ま
り
、
七
月
三
日
段
階
で
将
軍
家
慶
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
子
の

長
吉
郎
も
亡
く
な
っ
た
と
い
う
情
報
を
入
手
し
て
い
る
。
た
だ
、
長
吉
郎
の
死
に
つ
い
て
は
「
御
他
界
之
由
」
と
あ
り
、
確
聞
で
は
な
く

風
聞
と
し
て
い
る
。
家
慶
の
後
継
者
で
あ
る
右
大
将
家
祥
（
の
ち
家
定
）
は
幼
時
に
重
い
疱
瘡
に
か
か
り
、
い
わ
ゆ
る
癇
症
で
あ
っ
た
と

伝
え
ら
れ
、
多
病
で
子
が
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
弟
の
長
吉
郎
が
「
御
扣
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
う
し
た
事
情
で
そ
の

死
が
秘
匿
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
決
め
手
と
な
る
史
料
が
な
い
た
め
、
要
検
討
と
し
た
い
。

（
18
） 

「
新
伊
勢
物
語
」
の
六
月
九
日
夜
認
と
あ
る
勢
州
殿
（
阿
部
正
弘
）
宛
て
徳
川
斉
昭
書
状
に
、
お
お
よ
そ
「
五
寸
經
玉
筒
十
一
二
計　

四
寸

經
玉
筒
二
計　

一
貫
目
玉
筒
八
十
餘　

百
目
玉
筒
百
計
」
を
江
戸
に
さ
し
置
く
と
あ
る
（『
茨
城
県
史
料
』
幕
末
編
Ⅰ
、
一
九
七
一
年
、
茨

城
県
、
二
五
五
頁
）。
ま
た
嘉
永
六
年
十
二
月
、
水
戸
藩
主
徳
川
慶
篤
が
幕
府
に
大
筒
を
献
上
し
た
こ
と
を
賞
さ
れ
、
同
二
十
九
日
鞍
置
馬

を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
五
〇　

続
徳
川
実
紀
』
第
三
篇
、
一
一
〇
・
一
一
一
頁
）。

（
19
） 

「
阿
部
正
弘
事
蹟
」
に
は
「
時
ニ
（
六
月
七
日
）
越
前
藩
主
松
平
慶
永
書
を
正
弘
ニ
贈
リ
、
齊
昭
ハ
非
凡
ノ
人
ナ
ル
ヲ
以
テ
目
下
ノ
大
事
ニ

就
キ
之
ニ
諮
問
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
勧
言
ス
。
齊
昭
此
際
特
ニ
諮
問
ヲ
受
ケ
タ
ル
ヲ
感
喜
シ
、
大
砲
百
餘
門
ヲ
幕
府
ニ
呈
ス
」
と
あ
る
（『
阿
部
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正
弘
事
蹟
』
一
〔
覆
刻
版
〕、
一
九
七
八
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
四
〇
頁
）。

（
20
） 

ペ
リ
ー
は
一
七
九
四
年
四
月
十
日
生
ま
れ
で
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
三
日
（
太
陽
暦
で
七
月
八
日
）
当
時
五
十
九
歳
で
あ
り
、

「
齢
五
十
八
位
」
と
い
う
の
は
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
。「
印
度
・
支
那　

本
邦
地
方
ノ
海
軍
總
督
ニ
テ
軍
務
ニ
歴
練
之
人
」
と
い
う
の

も
、
東
イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
兼
遣
日
特
使
と
い
う
地
位
の
こ
と
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
秋
本
益
利
分
担
執
筆
「
ペ
リ
ー
」『
国
史
大
辞

典
』
第
十
二
巻
、
一
九
九
一
年
、
吉
川
弘
文
館
）。

（
21
） 

『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
一
（
覆
刻
版
、
一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
三
三
頁
に
よ
る
と
、
本
多
忠
徳
（
越
中
守
）
は
天

保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
七
月
十
二
日
に
奏
者
番
か
ら
若
年
寄
に
昇
任
し
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
永
六
年
六
月
十
八
日
に
海
岸
見
分
を
命
じ

ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
一
、
一
四
四
頁
に
よ
る
と
、
九
鬼
隆
都
は
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
十
二
月
晦
日
に
大
番
頭

と
な
っ
た
。
嘉
永
六
年
六
月
十
八
日
、「
海
岸
防
禦
御
用
取
扱
」
を
命
じ
ら
れ
、
本
多
忠
徳
（
越
中
守
）
に
付
き
添
い
、
海
岸
見
分
を
行
う

こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
と
あ
る
。

（
23
） 

前
掲
『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
（
覆
刻
版
）
四
〇
四
～
四
〇
六
頁
の
二
三
八
号
文
書
。

（
24
） 

前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
二
（
覆
刻
版
）
六
六
頁
。
嘉
永
六
年
六
月
十
九
日
、
江
川
英
龍
は
勘
定
吟
味
役
格
と
な
っ
た
際
、

「
海
岸
防
禦
筋
之
御
用
」
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
勘
定
吟
味
役
格
昇
進
人
事
は
江
川
を
海
防
掛
に
加
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
前
掲

『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
（
覆
刻
版
）
四
〇
六
・
四
〇
七
頁
の
二
三
九
号
文
書
）。

（
25
） 

前
掲
『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
一
（
覆
刻
版
）
四
〇
六
・
四
〇
七
頁
の
二
三
九
号
文
書
。

（
26
） 

前
掲
『
近
世
庶
民
生
活
史
料  

藤
岡
屋
日
記
』
第
五
巻
、
四
九
一
・
四
九
二
頁
。
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
一
（
覆
刻
版
）

一
四
四
・
一
五
八
頁
。
な
お
、
本
多
助
信
は
嘉
永
六
年
六
月
二
十
三
日
に
大
番
頭
を
辞
職
し
て
い
る
（
同
一
六
〇
頁
）。

（
27
） 

時
山
弥
八
『
増
補
訂
正
も
り
の
し
げ
り
』（
復
刻
版
）、
一
九
六
九
年
、
赤
間
関
書
房
、
一
一
六
頁
。

（
28
） 

末
松
謙
澄
『
修
訂
防
長
回
天
史
』
第
三
編
上
（
復
刻
版
）、
一
九
九
一
年
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
五
三
三
～
五
三
五
頁
。

（
29
） 

『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
二
巻
、
一
九
七
一
年
、
大
和
書
房
、
九
三
～
一
三
一
頁
。

（
30
） 

日
本
思
想
大
系
五
四
『
吉
田
松
陰
』、
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店
、
八
一
～
八
三
頁
。

（
31
） 

和
泉
国
日
根
郡
五
門
村
の
中
家
は
中
世
後
期
以
来
の
土
豪
で
、
十
五
世
紀
か
ら
代
々
家
長
は
左
近
を
襲
名
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
岸
和
田
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藩
大
庄
屋
七
人
の
う
ち
の
一
人
に
数
え
ら
れ
、
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
い
た
（『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
二
七  

大
阪
府
』、
一
九
八
三
年
、

角
川
書
店
、
四
三
七
・
五
〇
三
頁
）。

（
32
） 
海
原
徹
『
吉
田
松
陰
』、
二
〇
〇
三
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
七
一
～
七
四
頁
。

（
33
） 
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
七
二
年
、
大
和
書
房
）
一
六
二
～
一
六
六
頁
、
七
七
号
宮
部
鼎
藏
宛
書
簡
。

（
34
） 

松
陰
は
、
桶
町
河
岸
の
鳥
山
新
三
郎
の
塾
に
寄
宿
し
て
い
た
。（
嘉
永
六
年
）
五
月
二
十
四
日
付
の
杉
梅
太
郎
宛
て
吉
田
松
陰
書
簡
に
「
桶

町
河
岸
寓
居
仕
り
」
と
あ
る
。
ま
た
、
松
陰
は
鳥
山
塾
の
こ
と
を
「
梁
山
泊
」
と
も
呼
ん
で
い
る
（
前
掲
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
七
巻
、
一

六
〇
・
一
六
二
～
一
六
六
頁
、
七
四
号
・
七
七
号
書
簡
）。

（
35
） 

『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
一
、
一
九
六
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
〇
五
・
一
〇
七
・
一
〇
八
頁
。

（
36
） 

前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
一
、
八
九
頁
。
そ
の
後
、
松
平
宗
秀
は
寺
社
奉
行
兼
任
、
大
坂
城
代
を
経
て
、
元
治
元
年
（
一

八
六
四
）
八
月
十
八
日
に
老
中
に
昇
任
し
て
い
る
（
同
一
九
頁
）。
た
だ
、
嘉
永
六
年
当
時
、
対
馬
藩
家
老
の
届
書
を
見
る
立
場
に
あ
っ
た

と
は
言
い
難
い
。

（
37
） 

前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
一
、
一
七
・
一
八
・
九
一
頁
。

（
38
） 

吉
田
大
次
郎
（
矩
方
・
松
陰
）「
東
北
遊
日
記
」（
前
掲
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
九
集
、
一
六
六
～
一
九
三
頁
）。
前
掲
海
原
徹
『
吉
田
松
陰
』

六
五
～
六
七
頁
。

（
39
） 

大
平
喜
間
多
『
佐
久
間
象
山
』（
新
装
版
）、
一
九
八
七
年
、
吉
川
弘
文
館
、
六
二
～
六
八
・
八
九
頁
。

（
40
） 

前
掲
大
平
喜
間
多
『
佐
久
間
象
山
』
六
二
・
六
三
、
一
一
二
～
一
一
四
頁
。

（
41
） 

（
嘉
永
六
年
）
八
月
十
五
日
付
の
杉
梅
太
郎
宛
て
吉
田
松
陰
書
簡
に
「
佐
久
間
修
理
聲
明
籍
甚
に
御
座
候
處
、
其
の
本
藩
よ
り
嫉
ま
れ
御
國

へ
返
さ
れ
候
命
下
り
候
處
、
水
府
公
・
阿
部
公
其
の
他
有
志
の
人
々
、
河（

川
）路

左
衛
門
尉
・
羽
倉
外
記
・
水
府
の
義
黨
等
深
く
是
れ
を
惜
し

み
、
當
今
此
の
人
な
く
ば
何
人
か
西
洋
砲
術
の
事
に
任
じ
申
す
べ
く
や
、
國
家
の
武
備
も
是
れ
が
爲
め
欠
闕
す
る
と
の
論
に
て
、
遂
に
阿

部
よ
り
眞
田
公
へ
相
談
の
上
江
戸
へ
留
ま
る
こ
と
に
相
成
り
候
」
と
あ
る
（
前
掲
『
吉
田
松
陰
全
集
』
第
七
巻
、
一
八
四
頁
、
八
四
号
書

簡
）。
象
山
の
門
弟
と
な
っ
て
日
が
浅
い
松
陰
だ
が
、
象
山
と
懇
意
の
人
物
に
つ
い
て
も
よ
く
把
握
し
て
お
り
、
特
に
羽
倉
外
記
と
は
面
識

も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
象
山
あ
る
い
は
象
山
と
懇
意
の
人
物
か
ら
対
馬
藩
家
老
届
書
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
42
） 

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
。
請
求
記
号
リ
０
５  

０
９
２
６
５
。
同
館
の
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
史
料
画
像
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
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き
る
。https://w

w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/htm

l/ri05/ri05_09265/index.htm
l

（
43
） 

『
大
日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
五
（
覆
刻
版
、
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
六
五
四
～
六
五
六
頁
、
四
〇
〇
号
文
書
。

（
44
） 
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
二
（
覆
刻
版
）、
一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
頁
。
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
七
月
二

十
四
日
、
筒
井
は
大
目
付
格
と
な
り
、
学
問
所
御
用
の
任
は
解
か
れ
て
い
る
が
、
海
防
掛
（
懸
り
）
の
任
は
こ
れ
ま
で
通
り
と
あ
る
の
で
、

就
任
年
月
日
は
不
明
だ
が
、
当
時
海
防
掛
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
同
二
五
頁
）。

（
45
） 

明
治
末
に
群
馬
県
知
事
を
務
め
た
依
田
銈
次
郎
は
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
七
月
に
丹
波
国
篠
山
藩
士
（
の
ち
兵
庫
県
士
族
）
の
依
田

秀
実
の
長
男
と
し
て
篠
山
藩
の
江
戸
屋
敷
で
生
ま
れ
た
。
依
田
家
は
機
迅
流
剣
道
の
師
範
家
で
、
江
戸
詰
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（『
日
本

人
名
大
事
典
（
新
撰
大
人
名
辭
典
）』
第
六
巻
〔
覆
刻
版
、
一
九
七
九
年
、
平
凡
社
〕
四
九
四
頁
。『
群
馬
県
百
科
事
典
』〔
一
九
七
九
年
、

上
毛
新
聞
社
〕
九
五
〇
頁
。『
新
編  

日
本
の
歴
代
知
事
』〔
一
九
九
一
年
、
歴
代
知
事
編
纂
会
〕
二
九
〇
頁
）。

（
46
） 

広
橋
胤
保
の
日
記
「
胤
保
卿
記
」、
橋
本
實
久
の
日
記
「
實
久
卿
記
」
に
ほ
ぼ
同
文
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
孝
明
天
皇
紀
』
第
二
、
一
九
六

七
年
、
平
安
神
宮
、
一
六
〇
～
一
六
四
頁
）。

（
47
） 

前
掲
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
二
、
三
〇
一
・
三
〇
二
頁
に
「
改
元
詔
書
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
三
〇
二
・
三
〇
三
頁
の
「
久

我
家
記
」、
東
坊
城
聰
長
の
「
聰
長
卿
記
」
に
、
安
政
な
ど
の
「
年
号
」
の
候
補
と
出
典
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
48
） 

こ
の
太
政
官
符
は
「
聰
長
卿
記
」
に
記
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
二
、
三
一
七
・
三
一
八
頁
）。

（
49
） 

安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
十
二
月
二
十
八
日
、「
京
都
御
普
請
并
大
坂
近
海
并
勢
刕
海
岸
見
分
」
御
用
の
た
め
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

勘
定
奉
行
の
石
河
政
平
（
土
佐
守
）、
目
付
の
大
久
保
忠
寛
（
右
近
将
監
）
は
将
軍
家
定
に
拝
謁
し
、
金
・
時
服
を
拝
領
し
て
い
る
（『
大

日
本
古
文
書
』
幕
末
外
国
関
係
文
書
之
八
（
覆
刻
版
）、
一
九
七
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
、
四
九
〇
・
四
九
一
頁
）。
ま
た
、
勘
定
吟
味

役
の
立
田
正
明
（
岩
太
郎
）
は
、
同
年
十
二
月
二
十
日
、「
大
坂
勢
州
御
見
分
と
し
て
被
遣
」
と
あ
る
（
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営

補
任
』
二
（
覆
刻
版
）
六
六
頁
）。

（
50
） 

安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
一
月
二
十
一
日
、
老
中
阿
部
正
弘
（
伊
勢
守
）
が
道
中
奉
行
・
勘
定
奉
行
に
渡
し
た
「
御
書
付
」
と
ほ
ぼ
同
文

で
あ
る
（『
幕
末
御
触
書
集
成
』
第
六
巻
、
一
九
九
五
年
、
岩
波
書
店
、
一
一
一
・
一
一
二
頁
）。
こ
れ
を
受
け
、
各
宿
村
の
問
屋
・
年
寄
・

名
主
・
組
頭
宛
て
で
触
書
を
出
し
た
の
は
、
大
目
付
兼
道
中
奉
行
の
柳
生
久
包
（
播
磨
守
）、
勘
定
奉
行
の
松
平
近
直
（
河
内
守
）、
勘
定

奉
行
兼
道
中
奉
行
の
本
多
安
英
（
加
賀
守
）、
勘
定
奉
行
の
川
路
聖
謨
（
左
衛
門
尉
）・
田
村
顕
影
（
伊
予
守
）・
水
野
忠
徳
（
筑
後
守
）
で
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あ
る
（
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料　

柳
営
補
任
』
二
（
覆
刻
版
）
二
五
、
五
〇
～
五
二
頁
）。
な
お
こ
の
表
題
は
本
書
〔
覚
書
〕（【
史
料

④
】）
の
目
録
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
幕
末
御
触
書
集
成
』
第
六
巻
を
も
と
に
筆
者
が
仮
に
付
け
た
表
題
で
あ
る
。

（
51
） 
以
下
、
二
通
の
触
書
に
つ
い
て
は
、
本
書
〔
覚
書
〕（【
史
料
④
】）
の
目
録
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
同
年
二
月
、
勘
定
奉
行
石

河
土
佐
守
海
岸
順
見
諸
雑
記
の
一
部
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
ま
た
、『
幕
末
御
触
書
集
成
』
第
二
巻
（
一
九
九
二
年
、
岩
波
書
店
）
二
七

三
・
二
七
四
頁
の
一
五
八
九
号
文
書
は
、
二
通
の
順
番
が
逆
で
は
あ
る
が
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

（
52
） 

金
澤
正
助
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
金
澤
と
い
う
名
字
の
幕
臣
も
い
る
が
、
正
助
と
い
う
通
称
の
人
物
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
老
中
の
家
臣
の
う
ち
江
戸
詰
の
公
用
人
が
担
当
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
阿
部
家
家
臣
（
福
山
藩
士
）
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、「
武
鑑
」
な
ど
の
他
史
料
か
ら
の
そ
の
名
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
53
） 

後
藤
敦
史
『
阿
部
正
弘
―
挙
国
体
制
で
黒
船
来
航
に
立
ち
向
か
っ
た
老
中
』、
二
〇
二
二
年
、
戎
光
祥
出
版
、
二
一
三
頁
な
ど
。

（
54
） 

山
口
県
文
書
館
所
蔵
「
毛
利
家
文
庫
」
29
風
説
45
、
４
の
１
。

（
55
） 

長
崎
県
対
馬
歴
史
研
究
セ
ン
タ
ー
収
蔵
「
対
馬
宗
家
文
庫
史
料
」
記
録
類
１－

１－

Ｃ
②－

35
「
公
義
被
仰
上
」（
嘉
永
六
年
～
安
政
二
年
）

に
は
、
嘉
永
六
年
六
月
に
提
出
さ
れ
た
対
馬
藩
家
老
届
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
閲
覧
不
可
の
た
め
今
回
分
析
の
対
象

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
、
閲
覧
が
可
能
と
な
れ
ば
改
め
て
比
較
検
討
し
た
い
。

（
56
） 

宮
地
正
人
氏
は
、
坪
井
信
良
が
実
兄
の
佐
渡
三
良
に
宛
て
た
書
翰
に
つ
い
て
、「
師
で
も
な
く
、
親
で
も
親
友
で
も
な
く
、
た
だ
衷
心
か
ら

信
頼
し
あ
っ
て
い
る
肉
親
の
兄
弟
の
間
で
の
み
、
弘
化
三
（
一
八
四
六
）
年
か
ら
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
に
わ
た
る
長
期
間
の
、
家
族

細
部
の
こ
と
に
ま
で
わ
た
っ
た
書
翰
の
往
復
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
兄
の
没
年
（
一
八
七
九
）
以
降
、
佐
渡
家
に
信
良
の
書
翰

は
な
い
」
と
評
し
て
い
る
（
前
掲
宮
地
正
人
編
『
幕
末
維
新
風
雲
通
信
―
蘭
医
坪
井
信
良
家
兄
宛
書
翰
集
―
』、
四
一
七
・
四
一
八
頁
）。

海
外
情
報
に
関
す
る
対
馬
藩
家
老
か
ら
幕
府
へ
の
届
書
も
「
肉
親
の
兄
弟
」
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
信
頼
関
係
で
結
ば
れ
た
者
同
士
で

な
け
れ
ば
情
報
の
授
受
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
情
報
の
流
通

史
料
①



─ 86 ─

嘉
永
六
年
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嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
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通

史
料
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嘉
永
六
年
の
太
平
天
国
の
乱
情
報
の
流
通

史
料
④
表
紙

（
付
記
）
本
稿
は
、
令
和
二
年
度
科
学
研
究
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
幕
末
維
新
期
の
日
朝
間
に
お
け
る
情
報
流
通
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形

成
―
対
馬
宗
家
文
書
を
中
心
に
」
研
究
課
題
番
号
２
０
Ｋ
０
０
９
７
５
、
研
究
代
表
者  

守
友　

隆
）
の
助
成
を
受
け
て
の
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
本
稿
作
成
に
あ
た
り
、
柏
原
美
術
館
か
ら
画
像
使
用
・
翻
刻
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。


